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会 議 録 

会議の名称 令和５年度(2023 年度)第１回つくば市子ども・子育て会議 

開催日時 令和５年５月 15 日（月） 開会９時 30 分 閉会 12 時 00 分 

開催場所 つくば市役所２階（会議室 203）  

事務局（担当課） こども部 こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

土井隆義（会長）、長塚俊宏、樽味幸恵、千代原義文、 

堀内明由美、古谷野好栄、橋本幸雄、浦里晴美、間野聡子、

大久保良文、柳下英子、藤岡賢治、落合美智子、宮下信一、 

トモルソロンゴ、根津陽子、内野隆之 

その他 － 

事務局 

 

（こども部）安曽部長、吉沼次長 

（こども政策課）鈴木課長、小林課長補佐、小野係長 

（幼児保育課）岩田課長、菊池課長補佐 

（こども育成課）吉田課長 

（こども未来課）中澤課長 

（学務課）下田課長 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開 傍聴者数  １名 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例

第４条第１号 

議題 

 

 

 

協議事項 

（１）第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４

年度実績）の点検・評価の実施方法について 

（２）公立保育所の施設整備にあたっての諸条件への意見

の聴取について 

   （稲岡保育所）及び（上ノ室・上広岡保育所） 
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会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 委員自己紹介・事務局職員紹介 

４ 協議事項 

５ そ の 他 

６ 閉  会 

 ＜審議内容＞ 

土井会長：それでは当会議条例第６条第２項の規定に従い、議事進行役を務め

させていただきます。案件に移る前に委員の皆様にお願いがございます。 

会議での発言は手を挙げていただいて、私の方で指名をいたしますのでそれ

からマイクがお手元に届いてから、お名前をおっしゃって可能な限り明瞭に

ご発言くださいますようお願いいたします。記録をしておりますので、その

点よろしくお願いいたします。 

また円滑に会議を進行するため、ご意見につきましてはなるべく簡潔にまと

めた上でご発言ください。それぞれの案件の審議にかかる時間配分につきま

してもご配慮いただき、会議がスムーズに進行できるように、ご協力よろし

くお願いいたします。本日の会議終了予定時刻は、12 時 00 分を予定をしてお

ります。 

当会議はつくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例に基づ

き、公開が適当であると考えております。ただし審議案件の中で、法人等の

財産状況あるいは個人情報に言及する可能性がある場合は非公開とし、傍聴

者の退出をお願いしたいと考えておりますが、この点につきまして何かご異

議のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

他委員：異議なし。 
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土井会長：ご異議がないようですので傍聴を認めるものといたします。 

では本日の協議事項に入りたいと思います。本日の協議事項は２点あります。

まず、子育て支援プランの点検評価の実施方法これが１点目で、２点目が公

立保育所の施設設備にあたっての意見の聴取についてです。    

まず協議事項の１点目からいきたいと思います。第２期つくば市子ども・子

育て支援プランの点検・評価の実施方法についてです。事務局からご説明を

お願いいたします。 

事務局（こども政策課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：子ども・子育て支援プランの評価は、この会議の大きな仕事のひと

つであります。本来ならばすべての項目について、全員で同時に議論できれ

ば良いのですが、そうすると時間がとられ、この会議の開催回数も限られて

いるので、その中で最後まで回していくのが難しいということで、一昨年度

から今のような形に変わっております。先程ご説明ありましたが、基本事業

につきましては、皆様をいくつかのグループに分け、そのグループの中で自

分たちのグループが担当する基本事業について詳細にご検討いただくという

ことになります。 

重点事業につきましては、この会議全体でやるという方針です。次回、具体

的な評価作業に入っていくという説明がありましたが、１番目の基本事業に

つきましては、ご担当いただく基本事業を選んでいただくので、今回の案が

認められれば、希望調査をかけ、皆様に希望の基本事業を選んでいただいて

ご議論いただくという形になります。なるべく皆様のご希望に沿う形でグル

ープ分けはしたいと思いますけれども、人数的にアンバランスになってしま

うと、すべての項目を円滑にできないので、そこにつきましては、人数の調

整をさせていただくことがあるかもしれません。今年度から初めて参加され

る方もいらっしゃいますので、まずは手続きの進め方につきまして何かご質

問・ご意見等ありましたらご発言をお願いします。いかがでしょうか、よろ
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しいでしょうか。 

ではご質問もご意見もないようですので、事務局案でいきたいと思いますが

よろしいですか。はい、ではそういう段取りで今年度の評価も進めさせてい

ただきたいと思います。 

続きまして事務局から提案のありました点検・評価方法の一部見直しにつき

まして、資料２ページの（４）のところです。ABCD の評価の仕方自体は従来

と変わらないけれども、ABCD という評価をどれを当てはめるのか、というこ

との基準を変えてはどうか、という提案であります。今説明がありましたが、

計画を満たしているならば、100％は従来ですと「B」で 100％を超えていない

と「A」にならないので、計画を満たしているのならば「A」でいいのではない

かというものが変更案です。従来の案で言うと、100％以下が「B」なので 100％

も「B」になりました。100％を超えて 101％以上が「A」になりました。そう

すると 100％の場合は「B」となってしまうので、それを変えて 100％未満を

「B」とし 100％以上を「A」とする。そうすると計画を満たして 100％に達し

た場合には「A」になる、というような変更案であります。これはいろいろ考

え方次第で、どちらが良い悪い、という問題ではないのですけれども、変更

前と変更後で「A」の数は増えることになりますが、それはかさ上げをするわ

けではなく、評価自体は変わらないということです。 

これはいろいろ皆様のご意見があると思います。ちなみに私は、大学で教員

の自己評価というものを毎年やっておりますけれども、私の所属している組

織においての教員の自己評価も ABC でつけるのですが、基準があり、その基

準を満たしていれば、うちの場合は「B」です。基準を上回って初めて「A」と

いうのが自己評価の基準になっています。そういう組織もありますし、この

審議会の子ども・子育て支援プランの評価も、昨年度まではそういう方向で

行っていたわけですが、今年度からは、一応目標を満たせば「A」としても良

いのではないか、というのが事務局からの提案になります。この点につきま
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して何かご質問・ご意見ありましたらご発言をお願いいたします。 

間野委員：見直しについての文書の中で、達成率が最大で 100％であるため「A」

評価となりえないものがあることから、より適切な評価とするためこのよう

に見直します、というところがあるのですが、適切というところをどう考え

て変更したいのかがとても気になって、今おっしゃっていたように、基準ま

でいっていれば「B」というのが普通だというのが、この表の見方としてちゃ

んと伝わっていれば、これまで通りで、そこよりも更に、というところにつ

いては「A」にする、ということで、私はそのままでもいいのではないかと思

ってるのですが、もちろん「おおむね計画通り」でも事業によっては、最大限

やっても「A」にならないというところは、悲しい気持ちもあるとは思いつつ

も、それはそれとしてそういう事業なのだから、それで仕方がないというこ

とで、そこよりもさらに頑張ったものについて「A」評価というものを初めて

つける、というところが、目標よりも更に上を目指すような気概を感じると

いいますか。そういう意味でも、この従来通りの評価でいいのではないか、

と思いましたので、その「適切」というものをどういう意図といいますか、意

味があるのかをお聞きしたいと思いました。 

土井会長：ご説明の前に私の方から補足を少しさせてください。今、委員もお

っしゃいましたけども、例えば、先ほど私は大学の自己評価で、基準を満た

していれば「B」であると申し上げました。ただその時に、個人で頑張れば「A」

となる可能性があるわけです。頑張って基準を超えれば「A」になるのですが、

今回のこの場合は、事業によっては 100％止まりであって、いくら頑張っても

100％を超えるものはあり得ない時に、いくら頑張って、頑張って、頑張った

としても「B」ということが、その部署にとってモチベーションになるのか、

というところがポイントだと思います。頑張れば「A」になるところがあるな

らば、それでもいいと思いますが、いくら頑張っても 100％を超えようがない

項目については、それが「B」でいいのか、というのが事務局からの提案の趣
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旨だと思いますが、それでよろしいか追加があればお願いします。 

事務局（こども政策課）：会長にお話いただいた通りの点から、こういう言葉

を使わせていただいております。 

土井会長：はい、堀内委員お願いします。 

堀内委員：私も同じことを考えていました。この会議もですが、進め方として、

こういったいろいろな部門で目標を掲げてやっていると思うのですが、それ

は「A」の方が良いに決まっているけれど、「B」を維持していれば、良しとす

るのか、できるだけ「A」を目指そうというのが業務のゴールになっているの

か、にもよると思う。だからその辺りをより「適切」に反映させた形で周りに

共有できるような形がいいと思いました。 

あとは、量的な目標は数でも明確なので、101％と言いましたけれど、やはり

数字で出すものは、数字でしか出ないと思うのですが、この質の評価を入れ

ると、それはそれで厄介なことになってしまうのですが、やはり現場ではそ

の数値に置き換えられないものに対する評価、計画があり、それを加味する

こともあると思います。ただ、それをどのように適用するかは、方法論的に

も難しいところがありますが、そういった分野も実際出て来てはいて物質的

なものをどう数値化するのか、数値化せずに評価に加えるか、というような

ものも難しい問題で、やるべきだというようなことではないが、あるかなと

思いました。 

それに関係しまして、少し話はずれるのですが、お話させてください。去年

のこの会議だったと思うのですが、この計画を評価するにあたって、やはり

前年度からの流れがあって、こういう課題があって、数値目標は達成したけ

れども、この点がちょっと残っていて、一応これを改善したというようなこ

ともあると思う。そうすると同じ 100％維持でも意味があって、例えば今まで

の基準でも「A」にしてもいいのではないかという流れもあるかもしれません

ので、この４ページのシートがあるわけですけれども、この中に埋め込むか、
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別資料としてあるかはどちらでも良いと思うのですが、やはり議論の時にそ

の流れを踏まえた評価ができれば、ということで前回の時もそれが分かるよ

うな形でグループワークをして、それは良かったので今年度も取り入れてい

ただけたらと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。後者の点は過去のデータを用意して

くださいということですよね。それは重要な点だと思いますので、確認をお

願いいたします。 

それから前者の点は、間野委員も言いましたけれど、例えば、100％と 100％

越え、のところをどう評価するかという問題で、先ほど教員の自己評価の話

をしましたが、学生の評価の場合は、例えば「A」の上にエクセレントの場合

には、大学によっては「S」をつけたりとか、筑波大でも「A＋」という「＋」

をつけるのですけれど、そういう仕方もあります。 

それで今回 100％を「A」にして、例えば 100％を超えたら「A＋」とか「S」と

いうのがあり得るかなとは思いますけれど、それも含めてご意見をいただけ

ればと思います。では長塚委員お願いします。 

長塚委員：はい、長塚でございます。土井会長の方から出た意見の通り私も思

っていまして、この評価基準の中に「ダッシュ」を設ければいいのかな、とい

うふうに考えました。 

要するに 100％以上達成してるものについては「A」の上に「ダッシュ」をつ

けて、ただ 100％というものが「A」になってしまうというのは何か問題があ

るのかどうか、その辺をお聞きしたいです。「A」は 100％達成しています、

ということをはっきりさせること自体が良いのか悪いのか、私では判断でき

ないので事務局の方にお聞きしたいのですけれども。 

土井会長：100％が「A」で、100％超えた場合に「A」に「＋」を付けるとか「ダ

ッシュ」を付けるとか「S」を付けるとかすると、100％きっかりでないと「A」

にならないと思うので、つまり 100％未満だと「B」になってしまうから、き
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っかり「A」という評価が、数値の場合はできるのでしょうけれど、質的な場

合きっかり「A」という評価ができるのかどうか、というのが事務局としては

迷われていてこういう形になったのかな、と理解していますが、ご説明があ

ればお願いいたします。 

事務局（こども政策課）：今お話いただいたように我々も「S」とか、既存のや

り方というのも、いろいろと検討した結果この提案をさせていただいてると

ころではあるのですが、「A＋」とか「S」という考え方もそれはそれで間違っ

てるものではないかな、とはもちろん思っております。ただし今回の場合、

この形に「A＋」、「S」となると、会長や委員がおっしゃったように、100％

の場合だけが「A」になるということにはなるかなと思います。過去の数字を

見ると 100％という事業もそれなりにありましたので「A」というのがそれで

数字として減ってしまうこともないのかなということもあるので、評価の基

準として検討していただければと思います。 

土井会長：そうすると事務局としてはどちらでもいけそうだ、ということです

か。 

例えば「A＋」をつけたにしても、今は BCD は幅があります。変更案も「A」

には幅があります。でも、例えば「A＋」とかつけると幅が無くなってしまい

ます。「A」は 100％だけになってしまいますよね。 

事務局（こども政策課）：このパーセンテージのところは、幅も検討しながら

検討したところではありますので、「A」が 100％ぴったりだけの場合が、バ

ランス的にどうかというのは、私の一存では中々言えないところではあるの

ですけれども、ただこの点検・評価につきましては、この子ども・子育て会議

の中で、基準も含めて決めていただいてその評価としていただくことは可能

かな、とは思っております。 

土井会長：この結論は今日出す必要はありますか。８月でも大丈夫ですか。 

事務局（こども政策課）：８月にこの点検・評価をさせていただきたいとは思
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っており、その前に事前にこの重点項目の評価を事務局の方でして、そして

「A」から「D」まで、場合によって「S」とかいう数字を入れた上で、事前に

委員の皆様にお送りさせていただいて評価をしていただきたいというところ

がありますので、できれば今回決めていただきたいと思います。難しければ、

メール等のやり取りで、ということになるかと思うのですけれども、８月に

点検・評価をするということであれば、事前に決まっていた方が理想かな、

と思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。一応、案としては３つあるかなと思い

ます。ひとつは従来案でいくということ。２つ目は今回ご提案の事務局案で

いく新しい変更案、100％以上は「A」にするという変更案。それから３つ目は

「A＋」とか「S」とか「ダッシュ」とかいうものをつけて 100％と 100％超を

分けるという３つの案が考えられると思うのですが、ただこの３つ目の案で

いく場合にそれが可能かどうかは、事務局としては今すぐ分からないかなと

思ったので、今決めても大丈夫ですかということをお聞きしたんです。 

従来案でいくか、変更案でいくか、であるならば今日決められると思います

けれども、もし「A」に「＋」をつけるということならば、それがいけそうか

どうかは今すぐには判断できないと思うので、でも次回には表が出ますよね。 

では橋本委員お願いします。 

橋本委員：はい、橋本です。これはひとつの目安なものですので、そこまで細か

く考えて良いのかどうかというのは疑問だと思います。例えば、99％という

のが、本当は 100％ですよね。でもどこかで区切っていかなければいけない。

学校でも評価する時はそう。悩ましい部分がある。「A」に近い「B」なのか、

もう「B」に近い「A」なのかという問題があるので、あくまでもこれはひとつ

の目安として捉えれば、従来通りで良いのではないかと。「超える」と「以

上」ではどう違うのかということも説明しなければいけないと思います。「超

えてる」も「以上」も、100 を超えていることには違いないでしょうし、「以
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上」だと 100 を含むのか、「超える」は 101 からなのか、そういう細かい点

を論議しなければいけないので、私はここは「超える」という字だけを 100 以

上にするとか何かにして、これで良いと思います。事務局の方でどうしても

集計しづらいのであれば、事務局の案も別に否定はしないでいいのではない

かと思います。 

土井会長：確認ですが、100 超えを 100 以上にするということは、事務局の変更

案になります。なので、変更案でよろしいのではないか、という意見でよろし

いですか。 

橋本委員：どちらでも大丈夫です。 

土井会長：分かりました。では、堀内委員からお願いします。 

堀内委員：橋本委員が言う意見と私も同じ感触で、率直に伺いたいのですけれ

ども、この作業に関わっている各部門の方々がお感じになっていることから

この案が出たのだと思います。どういう経緯でこれが上がったのか、感情的

なところももしかすると含まれるのかもしれませんのでお聞かせいただけな

いでしょうか。 

土井会長：頑張っても「B」以上にならないものは出てくるわけです。100％が

「B」であるならば、100％を超える数値がありえないならば、いくらやって

も「B」でしかないというのが評価として良いのか、ということだと思います。 

事務局（こども政策課）：個人的な部分も入ってしまってなのですけれども、

今ご説明させていただいた部分にも重なるのですけれど、例えばプランの

P.58 の事業を見ていただきますと、７番の乳児家庭全戸訪問事業というもの

があります。これは健康増進課の担当なのですけれども、保健師等が概ね生

後４ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩み

の傾聴・相談等をしている事業なのですけれども、この場合には、実際にこ

の全戸訪問事業の対象者となる家庭ははっきりと上限として決まっていま

す。実際は、この乳児全戸訪問は、私も担当課から聞いた話ですけれど、全戸
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に行くというのは現実的にはかなり難しい。中には、何度もアプローチして

もお断りされることもある。その中でも、やはりどうしても大体 90％くらい

になっていくような形になってくる中で、それでも訪問可能な対象者には訪

問し、全部達成できた場合というのは 100％というところになります。そうい

うようなことまで行けたときに、やはり評価としては「A」評価というものを

つけてもいいのではないか。この全戸訪問というものは、そういうものが表

に出ている事業ではありますけれども、そういったところが評価されて「A」

という評価でもいいのではないかということで、「A+」とか「S」という考え

方ももちろんありますけれども、すでに２年度分の評価も行っていたところ

ですので、必要最低限の見直しというところも一応加味して、今回の変更案

を提案しています。 

土井会長：ありがとうございます。例えばだから 80％だろうと 100％だろうと

「B」だと 80％でいいじゃないか、と逆にモチベーションを下げるかもしれな

いということですね。 

事務局（こども政策課）： もちろん、評価にかかわらず各担当課は高いモチベ

ーションで業務に取り組んでいるところではあります。 

土井会長：分かりました。トモル委員お願いいたします。 

トモル委員：トモルソロンゴと申します。私の意見としては、この事業計画を

立てて取り組んでいる皆さんのモチベーションに繋がるのであれば、変更案

で良いのではないかと思います。やはり、状況も変わっていく中で、いろい

ろと取り組みをされていくことが多いかと思いますので、モチベーションを

保ちたい、もっと上げていきたい、ということであまり細かく厳しくしない

方が良いのではないかと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。はい、間野委員お願いします。 

間野委員：間野です。いろいろな事業を現場でされてる方というのは、事業に

よっては今の例のように、100％を達成しても「B」というのはモチベーショ
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ンに繋がらないというか、何というかモチベーションは常にあるとのことで

すけれども、目に見えて 100％を達成した、ということは、とても大事なのか

なとも思います。先ほど「A＋」とか「S」とかおっしゃってましたけれど、そ

れも少し考えていて、もし「A」が 100％以上にするのであれば、100％を超え

た人にはもう一つ「＋」をつけても良いかなと、それが見えるような形で、数

値については良く見えるので、その数値を表現する上で、分かりやすくとい

うことで、単純に数値をそのまま分類するような形で、使うのであれば、今

回の提案にプラスして「＋」というものをつけるような形でも良いのかなと。

ただしこれはあくまでも数値上の話なので、この数値の評価も大事なのです

けれど、それ以外にいろいろな中身だったり去年との変えていったことだっ

たり、そういったところの議論も並行してやっていかなくてはいけない部分

なのかな、と思うので市民の目線からしても、こういった評価表みたいなも

のを見せていただいた時に分かりやすいな、それこそ大学とか学校の成績と

同じように、100％なら「A」、それ以上頑張ってたら「A＋」、「S」となって

いれば、市民から見ても、確かに分かりやすいという面はあるのかなとも思

います。ですので先ほどおっしゃられていましたけれど、枠組みの話だと思

うので、より分かりやすくするということなのであれば、先ほどのところで

100％を目指して、というところをきちん分かるように表現するのであれば、

変更も問題ないと思います。 

土井会長：では橋本委員お願いします。 

橋本委員：橋本です。いろいろ議論があると思いますが、今このプランの中の

例を話してくれました。確かに 100％アプローチはしているけれど、その中で

努力しても達成できなかったというような事例が確かにあります。それなの

に「B」という表現は、悲しくなると思います。ですがそれをアプローチした

部分を入れて、例えば下に米印で、行ったけれども入れてもらえなかったと

か、会えなかったとか、何か入れることによって、なぜ 100％を達成できなか
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ったか、ということでも、これはそこまでやっているのだから「A」でいいん

だというような、そういう表現で良いのだと思います。但し書きがあれば、

それを付け加えた方が見る側にとっては努力しているのだな、ということが

見えてくるのではないかと思いました。達成できなかった理由を全部書け、

となるとまた面倒くさいことになると思いますけれども、大まかな理由は述

べておいても良いのではないかと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。では、根津委員お願いします。 

根津委員：根津です。ABCD の評価自体は、行政の評価として数値できっちり分

けて良いと思います。私の意見としては、100％は「A」に含めていいだろうと

思います。やはり一般の方も表を見た時に、100％いっているのに、達成でき

ているのに「B」評価というのを見た時点で、達成できていない、というイメ

ージを抱きかねないと思いますので、100％以上で「A」というのはありだと

思います。数値できっちり分けるべきだと思います。では 101 いったら「S」

とか「A＋」というのは、少し幅がなさすぎるかなという気はしまして「A」は

「A」だけれどもその、105 なのか 110 なのか、その努力のプロセスを見るの

か、分かりませんがプラスでこれだけ良いことがあった、という評価をどこ

かで入れてあげたら良いのかなと思いました。 

例えば 110％以上だったら「S」だとか、どれくらいの幅になるか分からない

のですけれど、努力して 100％ぎりぎりだけれど、達成したこと自体が素晴ら

しいことであれば、それを評価コメントにするとかそういうことで良いと思

いました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。では内野委員お願いします。 

内野委員：内野です。基本的な質問なのですが、この評価というのは具体的に

何かに繋がるのでしょうか。例えば、「A」だったら次年度プラス 120％の予

算がつくとか。あと、「計画通り」を「A」に変更することに関しては、どん

なに頑張っても 100％しかいかないものがあるならそれを「A」とするという
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のは妥当だと思います。ただ、頑張れば 100％を超えるような事業が、同じ評

価で良いのかという気がします。なのでそういう事業に対しては、100％を超

えていれば、「S」など「A」の上のランクの評価を用意すれば、そこの差別化

（不公平感を減らすこと）に繋がると思います。それと、他にも色々な事業

があると思うのですが、今回の評価基準が子ども・子育て事業以外にも共通

して適用されるものなのか、つまり会議によって「A」の評価指標が違うこと

があって良いのかが気になりました。変えるなら全部統一した方が分かりや

すいのではないかと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。まず最後の点ですが、子ども・子育て

会議での審議事項になりますので、あくまでもこの子ども・子育て支援プラ

ンについての評価をどうするかということですので、市の他の事業云々とい

う話ではないと理解をしています。それから評価の仕方は、私たちが ABCD を

つけるわけではなく、各部門で自己評価をしていただいて、その自己評価が

妥当かどうかを私たちが判断するという形になります。それが予算に反映す

ることはないと思いますが、事務局からお話いただいて良いですか。 

事務局（こども政策課）：予算等に繋がるということは直接にはないと考えて

おります。あくまでこの支援プランを作った時に、この子ども・子育て会議

の皆様からご意見をいただいて、ニーズ調査等をして５年分の計画を立てた。

それに対して、実際にしっかりやれているのかということを確認して、さら

にそれを担当課にフィードバックして、翌年度以降より良い事業に進めてい

くというための点検・評価になると考えております。基準はこの会議の、プ

ランの点検・評価の中での ABCD になっていて、もちろんいろいろな会議にお

いてが「A」がこれで「B」がこれでというのがあれば非常に分かりやすいとい

うご指摘は、分かるところではあるのですけれども、それぞれの会議等で点

検・評価する内容、ポイントなども変わってくると思いますので、ここはあ

くまでも子ども・子育て支援プランに関する評価の ABCD となっております。 



 

15 

 

土井会長：はい、ありがとうございます。今の流れでいきますと従来案のまま

で良い、というご意見は消えたように思いますので、基本的には変更案で

100％以上は「A」とするという変更案でいくということで、それと問題は 100

と 100 を超えた場合を区別するか、しないかなのですが、例えば「S」とか何

かをつけるとまた従来の案と変わってきますけれど、例えば「A」に「＋」を

つけるとか、逆に橋本委員からご提案があった、例えば 98％ぐらいであって

も、理由があれば「A」にして良いのではないかという、その場合は米印をつ

けるという話があったので、それを踏まえるならば、とりあえず今回はこの

変更案で私たちは了承し、例えば８月に出していただく時に参考までに、100

を超えていれば「A＋」をつけてください、あるいは 98％でも「A」評価とし

たい方は米印をつけて理由を書いてください。それを私たちがここで認める

かどうか、それを市民に公表するかどうかはその時点で決めるということで、

とりあえず、８月の段階ではまず ABCD をつけていただいて「A」については

米印のつけてもらう場合とか、あるいは超えていれば参考までにとりあえず

「A＋」をつけておいてもらうなどで、それを私たちがここで評価をしてどう

いう形で公表するかを決めるということでいかがでしょうか、ご意見ありま

すか。 

はい、では宮下委員お願いします。 

宮下委員：はい、宮下です。これは従来通りで良いと考えています。その中で達

成率を見た時に「B」が 80％から 100％ということで、結構開きがあると思い

ます。それと「C」を見ると 50％から 80％とものすごく幅があると感じてい

ます。その中で昨年度、一昨年度「C」評価だった事業が、頑張って努力をし

て 80％の達成率を迎え「B」になったということはとても良いことだと思いま

す。「B」評価だった事業が、98％の達成率だった時に同じ「B」評価というと

ころで、事務局の皆様のモチベーションとか出ていましたが、この辺の達成

率の幅の中で、例えば「B」だとすると 100％に近いものを 70％で線引きした
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時に、そこに「＋」をつけることはできないのか。幅がありすぎて頑張っても

ずっと「B」であるとか、例えばホームページで評価を公表した時にそれを見

た市民が、何でこの事業はずっと「B」なのか、この事業は何でずっと「C」な

のかという、「C」評価の中でも 80％にほぼ近ければ、大体「B」評価と分か

っている人の感覚だとそうなると思います。でも実際数字は明確に表れて評

価となってしまうわけです。それに対しては「C＋」であったり、米印でこれ

はこういう表記ですということが分かれば、ホームページを見た人がこの事

業はどんどん上向きになっているんだと判断してくれる方もいるかな、と達

成率を見て個人的に思いました。 

土井会長：ありがとうございます。細かくしていくと、「B」も「B＋」「B－」

とかいくらでもできると思うんですけど、そこまでやるかどうかということ

です。それとこの表だけではなくて、当然文章がつくのでそれを見れば、何

をやっているかということは市民の方には分かるとは思うのですが。従来の

ままで良いというご意見も出たので、はい、古谷野委員お願いします。 

古谷野委員：保育協議会の古谷野です。よろしくお願いします。執行部案で結

構だと思います。ただ、話を聞いていて一番の問題は「A」でも「B」でも事業

は達成されてるので良いと思うのですけれども、市民の方が見て、分かる分

からない、という議論に関しては先ほど言ったように、説明を見れば問題な

いことだと思いますので、執行部案の通りで問題ないと思います。一番大事

なのはその事業課題とか、それが何で「B」から「A」になったのかだとか、そ

れが「C」になったのかという課題の確認をしていくということが一番大事だ

と思いますので、執行部案でいいと思います。 

土井会長：執行部案というのは変更案ということですか。 

古谷野委員：変更案です。 

土井会長：変更案ですね。満場一致ではなかったので、もう一度ご審議をお諮

りしているところですが、従来案のままでいいのではないか、というご意見
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もありましたので何かこの点について。 

はい、千代原委員お願いします。 

千代原委員：はい、千代原です。よろしくお願いします。執行部案で良いと思

います。「D」評価が悪役みたいになっていますけれど、頑張っているところ

にきちんと評価をするという意見も出ましたし、頑張っているところは頑張

っているなりの評価をつけてもいいのかなと思いますし、橋本委員が言った

目安ですね、あくまでも目安でしかないのですけれども、頑張っているとこ

ろは頑張っているなりの作業がいろいろされていますので、執行部案で良い

かなと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。他にご意見ありますか。では従来案で

良い、というご発言をされた宮下委員ももう少し審議を続けるかどうしまし

ょう。もう少し審議をすべきだ、というふうなお考えかご発言いただいてよ

ろしいですか。 

宮下委員：はい、僕は従来の案で良いと先ほど言ったのですけれども、僕が見

ていたところは達成率なのです。だから達成率の開きが 50％から 80％という

この幅の中で、何かもう少し二つぐらいに分ける評価ができないのかなとい

うところなので、変更案の方が伝わりやすいというものであれば、僕は反対

もありません。僕が見ていたのは達成率のところですので、特に強いこだわ

りがあるというわけではないので大丈夫です。 

土井会長：はい、ありがとうございます。橋本委員どうぞ。 

橋本委員：はい、橋本です。会長に一任します。以上です。 

土井会長：はい、分かりました。では宮下委員の方から一応従来案も、というご

提案もありましたが会の全体の流れに反してまでも、というご意見でもない

と承りましたので一応今回は変更案を承認するということにさせていただき

たいと思いますがそれでよろしいですか。 

他委員：よろしい。 
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土井会長：はい、ありがとうございます。「A」の中に橋本委員が言ったように、

米印をつけるとかあるいは「＋」を付けるとかいうのは事務局と相談させて

いただきたいと思います。それを私たちが参考にするということです。他に

何かこの評価につきまして、ご意見等ありましたらご発言ください。よろし

いでしょうか。 

では次に移りたいと思います。次は協議事項の２番目にあります公立保育所

の施設整備にあたっての諸条件への意見の聴取につきまして、稲岡保育所と

上ノ室・上広岡保育所です。まず事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（こども政策課・幼児保育課）：（資料に基づいて説明） 

土井会長：はい、ありがとうございます。今事務局からご説明がありました。ご

質問、ご意見どちらでも構いません、稲岡、上ノ室・上広岡どちらでも構いま

せんので発言をお願いいたします。ではお願いします。 

古谷野委員：はい、保育協議会の古谷野です。４.の職員について、というとこ

ろで厳しい基準で、これだったらもう問題ないという感じなので、これで良

いと思いますが、公立の保育園さんの旧職員さんというのは残る予定になっ

ているのか確認したいのでお願いします。 

土井会長：はい、(６)のところへかかってくるのですよね。積極的に雇用する

かどうかということですね。はい。ではお願いします。 

事務局（幼児保育課）：幼児保育課です。(６)にありますように会計年度任用

職員につきましては、市の正規職員ではないため、異動等の対象とはならな

いため他の保育園に行くというよりは、その保育園に積極的に活用していた

だきたいのですけれども、市の正規職員に関しましては人事異動という形に

なりますので、その他の公立保育所等の市の場所に人事異動となります。以

上です。 

古谷野委員：ありがとうございます。その際の任用の方の件なんですけれども、

給与とか就業系が若干変わると思うのですけれども、その辺というのは協議
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していたと思うのですけれども、民間の法人の就業規則に則ってということ

でよろしいのですよね。 

事務局（幼児保育課）：幼児保育課です。委員のおっしゃる通り、その法人の規

定になると思います。 

古谷野委員：はい、ありがとうございました。以上です。 

土井会長：はい、ありがとうございます。それは条件が良くなるのか、悪くなる

のか良く分からないのですけど。はい、他にありますでしょうか。ご質問ご

意見ありますでしょうか。 

はい、橋本委員お願いします。 

橋本委員：橋本です。もう一度確認したいことがあります。最初のところに応

募資格の中に、社会福祉法人または学校法人とありまして、認可保育所また

は幼保連携云々と書いてあるのですけれども、ここには学校法人の中には幼

稚園は応募できないのでしょう。そしてこども園でも幼稚園型も応募できな

いのでしょうね。その辺の理由をもう一度確認したいと思います。 

事務局（幼児保育課）：はい、幼児保育課です。昨年度も橋本委員から同じご提

案をですね、認定こども園と小規模保育事業を実施しているということで、

０から５歳までしっかり見ている施設さんがあるというのでそういったもの

を条件としていかがかな、という話がありました。事務局としても、そのよ

うな施設があるということは認識していますし、そういったことも条件に付

すことは検討させていただいたのですけれども、今回、公立保育所の移管と

いう形で保育のところでしっかり０から５歳まで一貫した保育を行っている

ということを条件にしていった方が良いかな、というところで、上境の時か

らもそのような形で進めてきたこともありまして、今回も上境と変わらずこ

の条件とさせていただきました。以上です。 

土井会長：よろしいですか。 

橋本委員：よろしい。 
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土井会長：他にご意見、ご質問等ありますでしょうか。なければこれで承認と

いうことでよろしいですか。ではこれで承認とさせていただきます。今日用

意しました協議事項はこの２点になりますが、最後にその他につきまして何

か委員の皆様から、ご発言されたいことがありましたら、お願いいたします。

はい、間野委員お願いいたします。 

間野委員：今日も第２期のつくば市子ども・子育て支援プランの点検・評価に

ついてのお話がありましたけれど、今日初めに安曽部長さんからもお話があ

りましたけれども、もう少しで第３期の子ども・子育て支援プランのいろい

ろな策定の方に入っていくかと思うのですが、最初にそちらの日程の計画と

いいますか、大体の予定などが分かりましたらお聞きしたいのですけれども

よろしいでしょうか。 

土井会長：この第２期が令和６年度までなので、もう来年度からはその第３期

の策定に入っていくと思うのですが、今どういうタイムスケジュールになっ

てるのか事務局からご説明いただいてよろしいですか。 

事務局（こども政策課）：こども政策課です。今お話がありました、第３期の子

ども・子育て支援プランは、令和７年度からの５ヵ年計画となっています。

今年度から計画の検討を行い、令和６年度末までには計画を策定します。計

画に当たりまして、市民を対象としたニーズ調査を実施していきます。現在、

計画策定支援業務の委託業者との契約に向けて調整中となっております。ま

た公募が今月から始まり、その業者さんの企画提案書を出していただき、そ

れから７月にプロポーザルをし、８月に契約をするような形になりますので、

具体的なスケジュールとしては、令和５年度の第３回の子ども・子育て会議

でニーズ調査の内容についてご協議いただき、ニーズ調査を実施しその後、

第４回の会議で結果の報告を予定しております。令和６年度にはそのニーズ

調査の結果を踏まえ、この子ども・子育て会議で協議しながら計画案を策定

し、なお、令和６年度の当初の現委員の方は２年間の任期が満了となります
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が、議論の内容を次期委員に引き継ぎしていただきまして、パブリックコメ

ントを経て令和６年度末には第３期のプランを策定する予定となっておりま

す。以上です。 

土井会長：はい、ありがとうございます。確認ですが、第３期プランのニーズ調

査までがこの会議であり、実際のプラン策定については、次期の子ども・子

育て会議になるという役割分担でよろしいですか。 

事務局（こども政策課）：よろしい。 

土井会長：ということのようです。 

間野委員：どうもありがとうございます。そうしましたら、ぜひこの場で意見

をさせていただきたいのですけれども、今日最初に安曽部長さんから、岸田

総理の異次元の施策ということで、国としても子ども・子育て政策について

強力に進めようという体制になってきているということで、つくば市でも進

めていきたいというお話を伺ったのですけれど、本当に伴走型支援も今年の

初めぐらいから全国の自治体で始まっていますし、今年度にはこども家庭庁

も開庁して、こども基本法も施行されたということで、つくば市でも伴走型

支援が始まってきているところです。来年度にはそういったところで、こど

も家庭センターというものを国としても市町村で努力事項として設置するよ

うに、というお話も出てきています。あとはコミュニティスクールというよ

うな構想も出てきておりますし、いろいろな各学校での取り組みも始まろう

としていたり、全体として子どもとか、子育て支援にしていろいろ進めてい

こうという雰囲気がものすごく感じられて、いろいろな取り組みも始まって

いるというお話も聞いております。 

そのような中で今お話を確認させていただいたんですが、子ども・子育て支

援プランの策定がいよいよ今年度から始まってくるということで、早速ニー

ズ調査の内容の検討等が今年度中にも始まるということだったのですが、そ

のニーズ調査というところがかなり大事になってくるのではないかというこ
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とをとても感じていますので、業者さんにいろいろこれから検討していただ

くとか、また、案を出していただくとかになると思うのですが、こども基本

法で見ていただけると分かるのですが、こどもまんなか社会というものをう

たっていて、ぜひ子どもの意見も聞いて、取り入れていきましょうとかいう

ものが書いてあったり、市民のニーズというものは子どもも含めていかなけ

ればいけないのではないかなととても感じています。ですので、その市民の

ニーズを把握できるアンケートとか調査というものを、どういうふうに進め

ていったら良いのかということを、この場というのはいろいろな子ども子育

てに関する人たちがそろって皆さんで話ができるとても貴重な場であると思

いますし、そういった方の意見をもとに、いろいろな市民の方、子どもも大

人もですけれど子育てに関わる方、関わらない方、いろいろなご意見がある

と思うので、つくば市ならではの創意工夫が入ったような、今後の第３期の

子ども・子育てプランに盛り込めるような、参考になるような、このつくば

市で暮らしてる人たちの子育てをしている人たちの意見をぜひ入れてもらえ

るようなものにぜひしていただきたいなと思っています。子どもや子育てに

何か困り事が起こった時に、子どもを抱えながらどうしようと言い、その時

にどうしても担当がどこの部署になるのかというのを考えて、そこの窓口に

行ってみたのだけれども、そこではありません、という話はよく聞く話です。

子どもを育てている当事者からすると、とにかくここに聞きに行けばどうに

かしてもらえるという場所があること。あっても分からないと使えないとな

ると、結局どこに行けば良いか分からないという不安にも繋がります。ここ

に行けば大丈夫という場所があり、それを知っていることというのはとても

大事なのではないかと思います。そういった安心を、子どもを抱えて子育て

をしている親御さんが安心してつくば市で子育てができるような体制をぜひ

整えていただきたいです。同時にコミュニティの力がすごく大事だというの

も言われています。民間、行政などと言わず官民と合同で、それぞれの分野
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の得意なところをきちんと受け持っていけるというか、そういう体制をとっ

ていただけたらと市民として思うところです。この子ども・子育て会議は、

子どもに関わるいろいろな分野の方が一堂に会して、今日もいろいろな意見

が出ていましたけれども、いろいろな分野だったりの意見を共有できる貴重

な場なので、また、こちらに市役所の担当部署の方も出席していて、そうい

った担当の皆さんともやり取りができるというとても貴重な場ですので、ぜ

ひ、今もう既に実施されています伴走型相談支援ですとか、今後作っていく

であろうこども家庭センターのあり様とか、そういったものもこの今度の第

３期のプランに入ってくる部分でもあるのかと思いますので、これまでの進

め方にとらわれず、今までこうやってきたからこうやっていきましょうとい

うような流れもついついありがちなのですけれども、そこにとらわれずに官

民、つくばの市民が一体となって今ここにあるいろいろな資源とか、そうい

った力を共有して、みんなで活躍しながら、いろいろな力を発揮しながら、

子どもを育てていける社会で子どもを育んでいける、そういったプランをぜ

ひまた作っていけるといいかと思います。 

私がこの委員をさせていただいた時に、今やっている第２期のプランがほぼ

でき上がって、これでいきますというところからの参加だったので前回のプ

ランの策定についていろいろな意見というのは言えませんでした。ただ、こ

の基本目標と事業の体系のところに、私たちが関わるところは１番、ままと

ーんとしての活動ですけれど、プランの P.34 確かな生命と元気を育む、安心

して産み育てられる子育て環境の充実とあります。この基本方針、基本事業

があり、子育てしやすい環境整備事業というすてきな目標があるんだ、と思

ったのですが、中身を見たらどこかに預けられる場所をとにかくきちんと整

備しましょうとあって、それはもちろん大事でとてもありがたいのですけれ

ども、それ以上のものがあまりないことにとても私はショックを受けました。

子育てしやすい環境とは、それだけなのかというのをすごく思い、正直がっ
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かりした覚えがあります。ですのでこの確かな生命と元気を育む、でこの目

標があった時の具体的な内容というのは、いろいろとあっても良かったので

はないかとか、そういった議論も本当だったらこの場でいろいろ出てきてい

たのではないのかということも思いました。ぜひ今度の第３期のプランにあ

たって、その準備が第３回の会議から始まるということでしたので、アンケ

ート調査そしてその実際のプランのところを、ぜひみんなで考えていけると

いうか、いろんな意見をすくい上げられるというか、そういった場にぜひし

ていただけたらなという思いでご意見させていただきました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。前半でご発言された、市民のニーズを

どうくみ取っていくのかということは、このニーズ調査をどうやっていくの

かというところも関わってくるので、それは今期の審議会で十分できると思

いますので、ぜひ次回以降、またご議論いただければと思います。それを踏

まえた上で、どうやって、例えば地域コミュニティと連携していくのかとい

うところですね。プランの立て方自体はおそらく次期の会議の担当になりま

すけれど、精神は引き継いでいければ良いのかなと思います。 

さっきおっしゃった、例えばコミュニティスクールなどは、地域の協議会を

作り、地域のニーズや地域と連携を取りながら学校運営をしていこうという

ことですよね。私も詳しくはないですが、ざっと見た感じだと、つくば市は

結構全国の中では動いてる方かなと見ています。ただこれは小学校と中学校

ですよね、コミュニティスクールは。なので、ここが担当している保育園と

かが同じような形で、そういう地域要件を作って、その地域の協議会のもと

に園を置くということができるのかどうかっていうのは、今後、これは議論

なのかなとは思いますね。もう一つは当事者の１人としておっしゃったこと

はいわゆるワンストップサービスのことですね。あちこちたらい回しされる

のではなくて、ここに行けばとりあえず解決するという、そのワンストップ

サービスの充実が市民の目線から大切であり、それを充実させるようなもの
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を、できれば次期のプランの方には、組み込んでいってもらいたいというご

意見かなと承りました。 

はい、ありがとうございます。ここの会議でできることと次期にすることと

両方お話がありましたが、それを踏まえてこの会議を進めたいと思っており

ます。他に何かご発言されたいことありましたら。はい、ではお願いします。 

古谷野委員：はい、保育協議会の古谷野です。その他ということで、この間の

小規模保育事業の方のお話を聞かせていただいたのですけれども、設置をす

る際に小規模さんが来てそこで協議になるのですよね。認可保育所の協議と

いうのはしないことは分かっているのですが、何かあそこまで証人喚問みた

いな感じでいろいろな質問をしてあれば少しどうかな、と思うのですけれど

も、ただ認可保育所も何か協議ではないですけれど、どういう設置者が来て

どういう保育をするかというのは、この子ども・子育て会議の皆さんに、説

明するということは何か大切なのではないかと思っています。協議をする場

がここだと言われてしまうとあれなのですが、ただ私もつくば市に来て 20 年

ですけども設置をする際に緊張してですね、委員さんの橋本先生もおられま

したが、やはり気持ちをしっかり持って、こういう意図で設置したいという

ことで来た記憶があるのですけれども、小規模保育園ではないからやった方

が良いのではないかと思います。その辺をご検討いただきたいというところ

を、委員として一言言わせていただきます。 

土井会長：設置を認めるかどうか自体の権限はこの会議にはなく、これはあく

までも市の方で市長がされることであって、それを認可されるかどうかを市

長が判断される時に、私たちが参考意見を上げるというのがここの会議の役

目であり、それ以上ではないのかな、とは思っています。なのでここで協議

できるのは、どういう参考意見を市長に上げるのかということであって、認

可をするかどうかをここで協議することは権限上できないかと認識していま

すが、事務局の説明お願いしていいですか。 
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事務局（幼児保育課）：はい、幼児保育課です。小規模保育事業者を子ども・子

育て会議で、意見をいただくというのは、先ほど会長がおっしゃった通り、

市が認可する施設ですのでその意見を付した上で認可するかどうかというの

が条件となっております。認可保育施設になりますと、認可するのが県知事

になりますので、我々としましてはその前に、民間保育園の選定会議という

プロポーザル方式の事業を行ってます。夏頃公募をかけて、秋に選定会議を

行っていますけれど、そちらが、我々の方で選定した上でつくば市として意

見を付して、県に届け出をさせていただき、県知事が認可をするという流れ

になっており、そういった中で子ども・子育て会議の委員の皆様に意見をい

ただくという場は、今のところはご用意していないという流れになっており

ます。以上です。 

古谷野委員：はい、おっしゃる通りで説明を聞いていたんですけども、今後や

っぱり毎年３園ぐらい、新しい他県からの法人の方であったりということも

あったものですから、何かこういう場を持って協議ではなく、説明というこ

とで来て、こういう委員のメンバーもいるというところで、設置する時には

あった方が良いかと思ったものですので。 

土井会長：認可主体が違うので、ということですね。はい、では、ご意見として

承っておくことにします。他に何かせっかくですのでもう少し時間がありま

すが、ご発言されたいことがありましたらいかがでしょうか。はい、ではお

願いします。 

根津委員：根津です。ご質問なのですが、私、今、並木地区に住んでおりまし

て、幼稚園の方なのですが並木幼稚園が今休園のままになっていると思うの

ですが、これもオフィシャルな話ではなく保育所になるらしい、という噂を

聞いたのですがその後何も、この場でもどうなるのかという話も出ていない

ので、どうなっているのか伺えたらと思い、質問させていただきました。 

土井会長：事務局の方で何かご事情分かりますか。はい、ではお願いします。 
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事務局（学務課）：はい、学務課です。並木幼稚園につきましては、以前、住民

説明などをさせていただき、桜南幼稚園の方に統合という形で休園という形

にしています。いずれ、人数が多くなるかどうかということもありましたの

で、その時に再開するかどうか検討するような形で休園としております。保

育所の件に関しては、現行いろいろな公立の保育所の状況もありましたので

並木幼稚園の場所を保育所として新たに開園することができるか、というこ

とも含めていろんな検討しておりましたが、今までの話の中ではできなかっ

た。ただ幼稚園としては、施設がありますが場所的なこともあるので、他の

ものとして何ができるかということもいろいろ検討しておりますが、現行の

中で並木の跡地利用というものがこうなりますと、今すでに決まっているも

のはありません。しかしながら場所的なものと、いろいろなことがあります

ので、幼稚園だけではなく小学校とか、統廃合でなくなっている学校も含め

て、すべてのところをどうするかというのは、いろいろなことを含めて考え

ていかなければならないと思っています。現段階ではこうなります、という

のは、情報的なものはないというのが状況でございます。 

根津委員：ありがとうございます。地域の子育て拠点とかに使いたい、という

声は聞いたりもしていますので、何かしら検討の場があれば、ありがたいな

と思います。よろしくお願いします。 

土井会長：はい、貴重なご意見ありがとうございました。はい、では橋本委員お

願いします。 

橋本委員：はい、橋本です。まだ時間があるようですので、しつこく言います。

つくば市の保育のガイドラインというのは、作成されていますけれども、そ

れだけでなく世田谷区が、幼児教育保育推進ビジョンという素晴らしいもの

を作っています。やはりつくば市もこれに準じたものをぜひ作っていただき

たい。保育ガイドラインはこの子ども・子育て会議の中で、そういうものを

作っていきましょう、というようにやってきたわけですので、これができな
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いはずがないと思いますので何回も言ってます。ぜひ進めていただきたい。

認可する、しないとかそういう話ばかりじゃなく、きちんとガイドラインを

作った方が良いと思いますので、ご検討じゃなく進めていただきたいと思い

ます。 

土井会長：はい、ありがとうございます。このご意見は私も橋本委員から承っ

ておりますので、事務局といろいろお話はしているところでありますが、な

かなか前には進んでいません。事務局の方で、この件について何かご発言で

きできることがありましたらいかがですか。 

事務局（こども政策課）：ご意見ありがとうございます。まだご意見をいただ

きながら、作れるかどうかを、検討していくぐらいしかお答えできなくて申

し訳ありません、以上になります。 

土井会長：間野委員どうぞ。 

間野委員：今、世田谷区の話が出たんですけれども、世田谷区がとても面白い

のが、子ども・子育て支援事業計画、調整計画というものを策定してるので

すが、世田谷区は行政でもいろいろな人からの意見を聞いて、特に当事者の

方だったり、いろいろな支援者だったりというところを、ざっくばらんに話

せるような会議を持っていて、そこからいろいろな意見を出してもらってい

たり、あとそれとは全く別で市民で子ども・子育て会議みたいなものを、毎

年定期的にされているみたいで、そこの意見をまた行政の方へ持っていきど

うですか、というところはものすごく検討していると聞いています。もしよ

ろしければ後程、お願いをして世田谷区の事例のところのご紹介とかはでき

るのですけれども、そういったいろいろな話し合いとかから、いろいろなプ

ランだったり、いろいろなガイドラインとかが、いろいろな意見を取り入れ

て良いものが作られていて、そういったところの満足度も高いというのも聞

いています。あと、ままとーんのお話で恐縮なのですが、今事業をいろいろ

展開していまして、子育て支援拠点の一つとして 10 ヶ所市内にあるのですけ
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れども、そのうちの一つとして拠点を運営させていただいていたりですとか、

あと今マタニティサロンの方で、つくば市の大穂保健センターでされている

初妊婦さん向けの母親学級になるのですが、そういったところに、ままとー

んが先輩ママとして赤ちゃん連れで伺って、経験を元に話をさせてもらうよ

うな場があります。それと赤ちゃん学校というものをやっているのですが、

小学校、中学校、高校ご依頼があったところに、ままとーんのスタッフさん

と、その地域の赤ちゃん連れのお母さんお父さんに一緒にそこの学校に行っ

ていただいて、子育ての経験を話してもらったりですとか、あと赤ちゃんと

の触れ合いをしてもらうことで、そこの地域とお母さん、お父さん、赤ちゃ

んとの繋がりを作ってもらったり、あとは実際に今兄弟が多いお子さんもい

ますけど、一人っ子さんもいたりとか、あと赤ちゃんと触れ合うような機会

がなかなか持てないということで、育児とはこんな感じなのかとか、育児は

大変というイメージがあるけれど、そうでもないのかなということを、高校

生などがお話を聞くようなことでそういう子育ても一つのライフプランとし

てあるのかなとか、そういったイメージを持ってもらえるようなものもあり、

また、普段は何かあまりこう表情が硬いというか、あんまり先生には良い顔

見せないものが赤ちゃんの顔を見た途端にすごい顔がほころぶようなことも

あり、先生がびっくりするような作用もある。そんなプログラムになってい

るんですけれども、そういったものを提供したりですとか、あとは情報誌で

す。いろいろな子育て中のお母さんに、こういったものがあると嬉しいかな、

とかこういった情報があると役に立つかなとか、そういうものをスタッフさ

んが自分たちで考えて、そういったところに実際に取材に行き、その情報を

例えばホームページだったり SNS で発信したり、あとはフリーペーパーとし

ていろいろなところに置かせていただいて見ていただく事業も展開している

のですが、そういった諸々の事業がそれぞれ別立てのように見えるのですけ

れども、ものすごく繋がっているというのも感じていますので、いろいろな、
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子どもに対する施策もありますし、小学校中学校、幼稚園保育園で、それこ

そおうちで、というのがそれぞれの場所がこう独立しているように見えるの

ですけれども、それも実はコミュニティとして繋がっていたりというのも思

っています。なのでそういったところを、世田谷区はすごくうまく繋がりな

がら、いろいろなところが繋がっていろいろな情報を共有して、ここはこう

いうことができるんだ、みたいなものをみんなが本当に共有できて、官民で、

というイメージを持っています。ですのでぜひ世田谷区の事例は、本当につ

くば市でもとても参考になる部分が多いと思いますので、皆さんで共有でき

たらと思います。 

土井会長：はい、ありがとうございます。世田谷区は、区長さんが非常に活動的

でリーダーシップがある方なので、そこでやってこられたのかなと思います。

私たちもこの後、来年度から第３期のプランを考えていかないといけないの

で、それと連動させることもできるかもしれませんから、その中でビジョン

を考えていくことも、一つの方向かなとは思っています。 

はい、ではお願いします。 

トモル委員：トモルと申します。間野さんのお話を聞いている中で思ったこと

があります。このいろいろな事業が行われている中で、例えば、一時預かり

事業や病児、病後児保育所事業というものを、外国人がどれぐらい使ってい

るのだろうかと疑問に思った。私自身は使ったことはなく、何となくハード

ルを感じるような、一時預かりだとか、最初に面接に行ってとか、何となく

気軽には使えないような印象を持っていたりする。妊婦さん向けのいろいろ

な子育て支援とかもあると思うが、そういったものから取り残されているの

ではないか、という印象があるのでそういったところをこれからの計画等に

少し盛り込むようにできると嬉しいな、と思いました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。まさに現場の当事者のご意見で、これ

もぜひ第３期のプランの方には踏まえながら考えていければと思っておりま
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す。 

そろそろ時間に近づいて参りましたが他に、ご発言されたいことがありまし

たらどうでしょうか、よろしいでしょうか。では、事務局の方からも、その他

何かありますでしょうか。はい、事務局もないようですので、これで本日の

審議はすべて終了ということにさせていただきたいと思います。９時半から

の長時間でしたけれども、慎重なご審議どうもありがとうございました。で

はこれをもちまして議事進行を事務局にお返しをいたします。 

事務局（こども政策課）：土井会長ありがとうございました。本日の会議録は

後日、皆様にご確認いただいた後に、市のホームページで公開いたします。

次回第２回会議は８月頃の開催を予定しております。以上をもちまして、令

和５年度第１回つくば市子ども・子育て会議を閉会いたします。長時間にわ

たりありがとうございました。 
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令和５年度（2023年度）第１回つくば市子ども・子育て会議 

 

日時：令和５年（2023）５月 15日（月） 

午前９時 30分から 12時 00分まで 

場所：つくば市役所本庁舎２階 

会議室 203 

 

< 次 第 > 

 

１ 開   会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 委員自己紹介・事務局職員紹介 

 

４ 協 議 事 項 

（１）第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４年度実績）の点検・評価 

の実施方法について 

（２）公立保育所の施設整備にあたっての諸条件への意見の聴取について 

（稲岡保育所）及び（上ノ室・上広岡保育所） 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉   会 

 

 

 



 
第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４年度実績）の 

点検・評価の実施方法について 

 

１ 点検・評価の目的 

  第２期つくば市子ども・子育て支援プランについては、毎年度１回、つくば市

子ども・子育て会議で実施状況の点検・評価を行い、その結果を各担当課へフィ

ードバックすることでプランの着実な実施と必要に応じた見直しを図っていま

す。 

 

２ 点検・評価の対象事業 

  ①基本事業 

プラン「第４章 施策の展開」の基本目標と事業の体系（P34）に記載されて

いる各基本目標に紐づけられている基本事業（16事業） 

  ②重点事業 

プラン「第５章 重点事業」内の 

   「３．教育・保育の見込量と確保方策」（P50～） 

   「４．地域子ども・子育て支援事業の見込量と確保方策」（P55～） 

   「５．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保」（P63～） 

 

３ 点検・評価方法 

  ①基本事業 

基本事業に関連した担当課が作成した【基本事業シート】を、会議に先立っ

て送付いたします。（※本シートに関する、皆様からの質問・意見等も事前に受

け付けます。） 

会議当日は、事前に分けたグループ（基本目標Ⅰ～Ⅲ）で、基本事業シート

及び事前に受付した質問・意見等を踏まえ議論をしていただきます。 

その後、各グループでまとめた評価（意見）を会議全体で報告し、子ども・子

育て会議の評価（意見）として【点検・評価シート】にまとめます。 

           グループで議論       全体で議論 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅰ 

基本目標Ⅲ 

１ 各グループの代表が結果を報告 

２ 他グループの委員から意見を求める 

３ 子ども・子育て会議として最終的な 

評価（意見）を【点検・評価シート】 

にまとめる 

【
基
本
事
業
シ
ー
ト
】
の
事
前
送
付 

質
問
・
意
見
等
の
事
前
受
付 
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②重点事業 

重点項目に関連した担当課が予め作成する「事業担当課一覧および重点項目

評価表」を使用します。評価表は、各事業の実績及び評価の基準を基にしたＡ

～Ｄの評価を記載しています（※）。 

委員の皆様には、事前に評価表を御確認いただき、その上で、御質問・御意

見等をいただきます。 

会議の当日は、担当課が作成した評価表及び委員の皆様からの御質問・御意

見等を取りまとめた資料で議論いただき、子ども・子育て会議の評価としま

す。 

※新型コロナウイルス等の影響により、実績の数値と評価に使用した数値が異なる

場合には、評価に使用した数値及びその理由を併記します。 

 

４ 点検・評価方法の一部見直しについて 

   従来の評価の基準は、計画に対する進捗率が 100％（計画通り）であったとして

もＢ評価（おおむね計画通り）になることや、事業によっては、達成率が最大で

100％であるためＡ評価となりえないものがあることから、より適切な評価とする

ため、今回の点検から重点項目評価表（評価の基準）を以下の通り見直します。 

［変更内容］ 

  重点項目評価表（評価の基準） 

評価 

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）） 

従来 変更（案） 

内容 達成率 内容 達成率 

Ａ 

計画に先行して

進んでいる 

100％超 計画通り又は計

画に先行して進

んでいる 

100％以上 

Ｂ 
おおむね計画通

り 

80％-100％ おおむね計画通

り 

80％-100％未満 

Ｃ 
遅れが生じてい

る 

50%-80%未満 遅れが生じてい

る 

50%-80%未満 

Ｄ 
大幅に遅れが生

じている 

50％未満 大幅に遅れが生

じている 

50％未満 

（参考）過去に実施した評価の変化 

評価基準 
令和２年度実績 令和３年度実績 

従来 変更（案） 従来 変更（案） 
Ａ 21 32 15 30 
Ｂ 22 11 28 13 
Ｃ 3 3 3 3 
Ｄ 1 1 1 1 
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５ 点検・評価結果の公表 

  会議での点検・評価結果は、事業を所管する各担当課へフィードバックし、翌年 

度以降の事業実施の参考とさせていただきます。 

  また、点検・評価結果は、市ホームページで公表します。 

 

 

点検・評価は第２回子ども・子育て会議（８月頃開催予定）で実施予定ですが、 

会議の進捗状況により、第３回会議にまたがることがございます。 

 

 

 

  

【参考資料】 

 ・別紙_基本事業シート（見本） 

 ・別紙_点検・評価シート（見本） 

 ・別紙_重点項目評価表（見本） 

 ・別紙_重点項目評価表（意見）（見本） 

※資料は現時点で子ども・子育て会議で使用を予定しているものですが、 

若干の修正が生じる場合があります。 
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別紙_基本事業シート（見本）   

- 4 -



 
別紙_点検・評価シート（見本） 
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別紙_重点項目評価表（意見）（見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見本】 

重点項目の点検・評価の際にあがった 

意見等を記載します。 
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【案】稲岡保育所の民間移管における主な諸条件について 

 

１ 応募資格 

次の要件のいずれかを満たす社会福祉法人、又は学校法人であること。 

（1） つくば市内で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を２年以上運営してい

ること。 

（2） つくば市外で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を５年以上運営してい

ること。 

 

２ 定員、入所児童について 

（1） 定員 70 名以上とすること。 

（2） ０歳児から就学前児童の受入れを行うこと。 

（3） ０歳児については産休明け保育（57 日以降）を実施すること。 

（4） 移管日前日までに稲岡保育所に入所中の児童について受け入れ可能な施設、体

制とすること（加配等特別な配慮が必要な児童を含む）。 

 

３ 保育の内容について 

（1） 月曜日から土曜日まで、午前７時 30 分から午後６時 30 分を含む、開園時間 11

時間以上とすること。 

（2） 休園日は日曜日、祝日及び 12 月 29 日から１月３日までとすること。ただし、

当該日を開園日とすることも構わない。 

（3） 平日１時間以上延長保育を実施すること。 

（4） 障害児保育を行うこと。 

（5） 一時預かり保育事業等の特別保育事業について実施検討すること（実施する場

合、移管後概ね２年以内に事業を開始すること）。 

（6） 給食については、開園日である月曜日から土曜日まで提供すること。 

（7） 食育の推進とアレルギー対応を含む個々にあった食事の提供を行うこと。 

（8） 主な行事の継続及び育児相談や園庭開放等の地域交流を積極的に行うこと。 

協議２  
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（9） 苦情解決のための仕組みを整備すること（苦情解決責任者、苦情受付担当者、

第三者委員の設置）。 

（10） 実費徴収については、公立保育所と同等程度とすること（延長保育料を除く）。

ただし、三者協議会等で協議を行い、保護者の同意が得られた場合はこの限りで

はない。 

参考：主食費 1,200 円・副食費 4,500 円／月、物品等費用約 5,000 円／年間 

 

４ 職員について 

（1） 施設長予定者を決定の上応募すること。 

（2） 施設長予定者は、移管日現在 65 歳未満であること（原則４年間は交代を認め

ない）。 

（3） 施設長予定者については応募日現在、次のいずれかに該当すること。 

(ア) 認可保育所又は幼保連携型認定こども園の施設長として２年以上の経験を

有すること。 

(イ) 特定教育・保育施設、特定地域型保育施設、その他児童福祉施設において保

育士又は保育教諭（幼稚園教諭）として 10 年以上勤務経験を有すること。 

（4） 主任保育士を専任で配置すること。 

（5） 常勤保育士については、次の職員を確保すること（移管日現在）。 

(ア) 保育経験 10 年以上又は法人が運営する保育所等での経験が７年以上の保育

士２名以上 

(イ) 保育経験５年以上の保育士を配置基準に対して上記を除き３分の１以上 

（6） 稲岡保育所に勤務する会計年度任用職員について、積極的に雇用すること。 

 

５ 引継ぎ保育・共同保育について 

（1） 民間移管に伴う在園児への影響を抑えるため、引継ぎ保育を実施すること。必

要となる人員等については、あらかじめ法人において確保すること。 

（2） 引継ぎ期間に施設長、主任保育士等として配置を予定している職員は、稲岡保

育所の通常保育、各行事及び地域・学校等との連携状況を適宜参観し、保育所運
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営全般に係る引継ぎを受けること。 

（3） 令和７年１月から３月までの間、各クラス担任を予定している保育士をクラス

ごとに１名以上配置し、引継ぎを受けること。 

（4） 引継ぎ期間中に市の保育士とともに保護者の個人懇談を行うこと。 

（5） 引継ぎ保育の内容については、市との協議の上決定すること。 

 ※引継ぎに関する経費については、市から一部補助を行う予定。ただし、市議会に

て予算の承認を要する。 

 

６ 福祉サービス第三者評価の受審 

 移管後、３年以内に福祉サービス第三者評価を受審すること。 

 

７ 三者協議会 

 法人決定後、当分の間保護者・法人・つくば市の三者間からなる三者協議会を設置

し、保育の内容の継続性や運営内容等についての調整を行うこと（最長で移管日の前

日に在籍した児童が卒園するまで）。 
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【案】上ノ室・上広岡保育所の民間移管における主な諸条件について 

 

１ 応募資格 

次の要件のいずれかを満たす社会福祉法人、又は学校法人であること。 

（1） つくば市内で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を２年以上運営してい

ること。 

（2） つくば市外で認可保育所又は幼保連携型認定こども園を５年以上運営してい

ること。 

 

２ 定員、入所児童について 

（1） 定員 130 名以上とすること。 

（2） ０歳児から就学前児童の受入れを行うこと。 

（3） ０歳児については産休明け保育（57 日以降）を実施すること。 

（4） 移管日前日までに上ノ室・上広岡保育所に入所中の児童について受け入れ可能

な施設、体制とすること（加配等特別な配慮が必要な児童を含む）。 

 

３ 保育の内容について 

（1） 月曜日から土曜日まで、午前７時 30 分から午後６時 30 分を含む、開園時間 11

時間以上とすること。 

（2） 休園日は日曜日、祝日及び 12 月 29 日から１月３日までとすること。ただし、

当該日を開園日とすることも構わない。 

（3） 平日１時間以上延長保育を実施すること。 

（4） 障害児保育を行うこと。 

（5） 一時預かり保育事業等の特別保育事業について実施検討すること（実施する場

合、移管後概ね２年以内に事業を開始すること）。 

（6） 給食については、開園日である月曜日から土曜日まで提供すること。 

（7） 食育の推進とアレルギー対応を含む個々にあった食事の提供を行うこと。 

（8） 主な行事の継続及び育児相談や園庭開放等の地域交流を積極的に行うこと。 

協議２  
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（9） 苦情解決のための仕組みを整備すること（苦情解決責任者、苦情受付担当者、

第三者委員の設置）。 

（10） 実費徴収については、公立保育所と同等程度とすること（延長保育料を除く）。

ただし、三者協議会等で協議を行い、保護者の同意が得られた場合はこの限りで

はない。 

参考：主食費 1,200 円・副食費 4,500 円／月、物品等費用約 5,000 円／年間 

 

４ 職員について 

（1） 施設長予定者を決定の上応募すること。 

（2） 施設長予定者は、移管日現在 65 歳未満であること（原則５年間は交代を認め

ない）。 

（3） 施設長予定者については応募日現在、次のいずれかに該当すること。 

(ア) 認可保育所又は幼保連携型認定こども園の施設長として２年以上の経験を

有すること。 

(イ) 特定教育・保育施設、特定地域型保育施設、その他児童福祉施設において保

育士又は保育教諭（幼稚園教諭）として 10 年以上勤務経験を有すること。 

（4） 主任保育士を専任で配置すること。 

（5） 常勤保育士については、次の職員を確保すること（移管日現在）。 

(ア) 保育経験 10 年以上又は法人が運営する保育所等での経験が７年以上の保育

士２名以上 

(イ) 保育経験５年以上の保育士を配置基準に対して上記を除き３分の１以上 

（6） 上ノ室・上広岡保育所に勤務する会計年度任用職員について、積極的に雇用す

ること。 

 

５ 引継ぎ保育・共同保育について 

（1） 民間移管に伴う在園児への影響を抑えるため、引継ぎ保育を実施すること。必

要となる人員等については、あらかじめ法人において確保すること。 

（2） 引継ぎ期間に施設長、主任保育士等として配置を予定している職員は、上ノ室・
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上広岡保育所の通常保育、各行事及び地域・学校等との連携状況を適宜参観し、

保育所運営全般に係る引継ぎを受けること。 

（3） 令和７年１月から３月までの間、各クラス担任を予定している保育士をクラス

ごとに１名以上配置し、引継ぎを受けること。 

（4） 引継ぎ期間中に市の保育士とともに保護者の個人懇談を行うこと。 

（5） 引継ぎ保育の内容については、市との協議の上決定すること。 

 ※引継ぎに関する経費については、市から一部補助を行う予定。ただし、市議会に

て予算の承認を要する。 

 

６ 福祉サービス第三者評価の受審 

 移管後、３年以内に福祉サービス第三者評価を受審すること。 

 

７ 三者協議会 

 法人決定後、当分の間保護者・法人・つくば市の三者間からなる三者協議会を設置

し、保育の内容の継続性や運営内容等についての調整を行うこと（最長で移管日の前

日に在籍した児童が卒園するまで）。 
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度（2023 年度）第２回つくば市子ども・子育て会議 

開催日時 令和５年８月 18 日（金） 開会 13 時 30 分 閉会 17 時 00 分  

開催場所 防災会議室（２）（３） 

事務局（担当課） こども部こども政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

土井 隆義（会長）、長塚 俊宏、樽味 幸恵、浦里 晴美、鈴

木 朱里、大久保 良文、藤岡 賢治、落合 美智子、根津 陽

子、内野 隆之、宮本 美穂 

その他  

事務局 

 

（こ ど も 部）吉沼次長 

（こども政策課）鈴木課長、小林課長補佐、小野係長 

（こども未来課）中澤課長 

（幼児 保 育 課）岩田課長 

（こども育成課）塚本課長補佐 

（教 育 局）吉沼教育局長 

（学 務 課）下田課長 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ☑一部公開 傍聴者数 １名 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例

第４条第１号 

議題 

 

 

 

協 議 事 項 

（１）第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価

（令和４年度実績）について 

報 告 事 項 

（１）令和５年度の保育所等の待機児童数について 

（２）令和５年度つくば市放課後児童クラブ待機児童につい
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て 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 協議事項 

４ 報告事項 

５ 閉  会 

 ＜審議内容＞ 

土井会長：それでは当会議条例第６条第２項の規定に従い、議事進行を務めさ

せていただきます。案件に入る前に委員の皆様にお伝えいたします。 

会議での発言に際しては、手を挙げていただいて、私の指名を受けた後、マ 

イクが手元に届いてからお名前を述べて、可能な限り明確にご発言ください 

ますようよろしくお願いいたします。 

また円滑に会議を進行するため、ご意見につきましてはなるべく簡潔にまと 

めた上でご発言ください。それぞれの案件の審議にかかる時間配分につきま 

してもご配慮いただき、会議がスムーズに進行できるようご協力お願いしま 

す。 

会議の終了予定時刻は 17 時です。途中で休憩をとりたいと思います。 

また当会議はつくば市附属機関の会議及び懇談会等の会議公開に関する条例 

に基づき、公開が適当であると考えます。ただし審議案件の中で、法人等の 

財産状況あるいは個人情報に言及する可能性がある場合は非公開とし、傍聴 

者の退席をお願いしたいと考えております。異議のある方いらっしゃいます 

でしょうか。 

他委員：異議なし。 

土井会長：ないようですので傍聴を認めるものとします。 
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では本日の協議事項に入りたいと思います。 

まず協議事項の（１）第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価

（令和４年度実績）についてです。事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（こども政策課）：（資料に基づき説明） 

土井会長：第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価について事務

局から説明がありました。 

説明がありましたように、グループ討議中においては、事業内容について関 

係課の職員に質問ができます。 

なお評価結果は内容を確認いただいた後、市のホームページに公開すること 

になりますので、委員の皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

今日は直前に発熱等でご欠席の方が増えましたので、それぞれのグループの

人数がアンバランスになっていますが、前もって各班でご担当のところを準

備されていると思いますので、班の組み替えは行いません。 

アンバランスですけれども、ご承知、ご協力をお願いします。 

では、グループ討議を今から 60 分程行いたいと思います。今が、13 時 45 分

くらいですので、14 時 45 分まで行いたいと思います。シートを点検・評価

した後、全体討議での発表ですので、時間配分にご留意いただきますようお

願いします。 

終了 10 分前になりましたら事務局からお知らせをいたします。 

では今から１時間、グループ討議の方をお願いいたします。まずはリーダー

を決めてください。 

２人のところ（グループⅡ）はどちらかリーダーをお願いいたします。 

関係職員の方も控えていますので積極的にご活用ください。 

〈グループ討議〉 

〈休憩〉 

土井会長：それでは時間になりましたので、再開したいと思います。これから
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各グループの報告に移りたいと思います。報告は各グループ 10 分程度でお願

いします。なお、質問やご意見につきましてはグループ全ての発表が終わっ

た後に、全体討議を行いますので、その際にご意見を含めて全体としての点

検・評価をお願いします。グループⅠがまだコピー作業が終わっておりませ

んので、グループⅡから報告をお願いします。大体 10 分程度でお願いいたし

ます。 

藤岡委員：グループⅡです。資料の 21 ページからです。基本目標Ⅱの『楽しく

着実に育ち学ぶ力を育む』ということですが、これは 21 ページ、22 ページ

も同じ事業なので一緒にお話をしたいと思います。実績を見て、市としては

いくつかプランがございまして、その年度に合わせて、非常に順調に計画を

立てながらやっているように感じました。つくば市内の中でも、地域の実情

があると思うんです。またプラン等の計画もあると思うのですが、人口の推

移というのもつくば市は、どんどん変わってきていると思いますので、それ

も見ながら、引き続き教育・保育の充実を確保していただければな、と思っ

ています。また、22 ページの方ですけれども、３歳児からの保育、幼稚園の

方ですね。こちらは昨年度からスタートして、今年度も茎崎幼稚園でスター

トしたところで、需要があってのことだということで、その需要にこたえて

いるというのは非常にありがたいと思いました。ただ、もっとニーズはある

のではないかと思います。手代木南幼稚園、茎崎幼稚園以外にも、３歳から

お願いしたい保護者の思いはきっとあるのではないかと思います。ですので、

できれば前向きにご検討いただければありがたいと思います。 

３歳児で今やっているところの PR があると、つくば市が一生懸命やっている

ことが評価されると思います。 

それから、23 ページの方にいきます。保育士等の処遇改善、助成金も毎年増

やし、検討していただいております。これは人材確保のために、引き続きお

願いできればと思います。それから、24 ページの方ですが、市としての事業
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は素晴らしく思います。引き続き、管理員の配置や、幼稚園の先生方の確保

に引き続き取り組んでいただきたいと思います。子どもがどんどん増えてい

ると思いますので、それに対応する先生たちの人材確保は、急務になってく

ると思いますので、よろしくお願いします。続いて、25 ページです。ここは

幼・保・小の連携も、コロナが少しずつ収まってきまして、増えてきている

と感じています。保育所、幼稚園、小学校の子どもが交流ができること、ま

た子どもたちだけでなく、先生方の交流も今、進めているところもあると聞

きましたので、そちらも引き続きお願いしたいと思います。それから、幼稚

園から小学校への入学の時に、やはり保護者の目線で言うと、進学への不安

というのがあると思います。全然違う所にいきますので、その不安を少しで

もやわらげられるような事業というものを、現場に即した形で、引き続きお

願いしたいと思います。 

最後のところ 27 ページ、28 ページ、29 ページですが、こちらは特別な配慮

を必要とする子どもたちへの支援は、各課でやっていただいていて、コンシ

ェルジュ事業、相談件数も増えているところになります。特別な配慮を要す

る子どもだけではなく、つくば市は外国籍の子どもも結構来ているのではな

いかと思います。保育園や幼稚園に入学する手続き等は、結構やっていただ

いているのですが、その後の入学してからの、保護者や子どもたちに対して

更なる切れ目のない支援をご検討いただけるとありがたいところです。 

２人だけの話でまとまりませんが、話し合いをすることができました。以上

でございます、何かありましたらお願いします。 

土井会長：はい、ありがとうございます。ご意見等はこの後まとめてお伺いし

ますので、各班からの報告を続けたいと思います。では、基本目標グループ

Ⅲの発表を 10 分程度でお願いします。 

根津委員：はい、着座で失礼します。グループⅢの発表をいたします。まず、

資料のページの『特色をいかした放課後等の居場所の整備』放課後児童クラ
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ブ事業につきまして、課題として、色々と頑張っていると思うのですが、結

局、部屋と指導員が足りないということがどうしても難しい、というお話を

伺いました。そして出た話として、児童クラブの子どもたちと、学童保育の

子どもたちと、一般来館の子どもたち、児童館での児童クラブということに

関してですけれども、児童クラブの子どもと一般来館の子どもの区別をつけ

ていたり、つけていなかったり、児童館の状況に応じて、ということで伺い

ましたけれども、児童館によって、場所によって、ルールが違ってしまうと

いうのはどうなのかと。公設とか民営とか、運営の種類等によらず、なるべ

く市として平等なルールで、保育ができるようにした方が良いのではないか、

という意見が出ております。続きまして、31 ページの放課後子供教室推進事

業なのですが、学校の空き教室を使って有償ボランティアの方に来ていただ

いて、子どもたちのスポーツとか、化学実験とか、地域の特色のある遊びと

か、体験してもらっているということですけれども、学校との協力が欠かせ

ないので、学校の事情に合わせて学校側ができる、と言えば月１回とか開催

できるけれども、ちょっと難しい、ということだと年２回とかしかできない

ということで本当に学校側の協力による、というお話でしたので、引き続き

学校での開催に向けて協力をお願いしていくということと、地域ボランティ

アの募集について、色々ボランティアをやっているけれども、こういう事業

のボランティアのことがちょっと良く分かっていなかった、というようなお

話もあったので、地域ボランティアの募集についても周知をしっかりとして

いただきたいという意見が出ております。続きまして 32 ページの子どもの居

場所・学習支援事業です。こちらは、つくばこどもの青い羽根学習会という

ことで、生活保護や就学支援を受けている子どもへの無料の授業ですけれど

も、こちらへの質問としては、就学支援というものが春に申請して６月７月

に結果が出て、それ以降に学習会の希望を出して受け入れていただくという

ことで、少しタイムラグがあると思ったのですけれども、前年度、学習会に
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参加しているお子さんに関しては、就学支援の結果が出る期間に関わらず、

希望があれば受け入れているというお話を聞いております。現在各中学校区

に一つ、この青い羽根学習会があるということですけれども、この課題のと

ころにも書いてありますが、対象である 1,300 名のうちの 340 人ぐらいしか

カバーできていないということで、今後もぜひ実施場所を増やし、利用を増

やしていただき、どんどん進めてほしいという意見が出ています。続きまし

て、33 ページの新・放課後子ども総合プラン運営事業なんですけれども、こ

ちらは、２つぐらい前の事業シートの放課後子供教室推進事業と一体のもの

として、内容的にも大体同じ運営であると聞いております。こちらはイベン

トと、学習支援、宿題の補助とかをやっていると聞いています。こちらも、

放課後児童支援という枠組みで、学校との協力体制を作って、努力して、増

やせるようにしていただきたいと意見を出しております。34 ページの特別な

配慮を必要とする児童の支援事業については、加配指導員を配置するという

事業になっているのですが、実績の方で放課後児童支援員の募集、大学や専

門学校の学生に、アルバイトという形で入っていただく。募集をかけて、筑

波大や保育専門学校などの学生に来ていただいていると聞いています。これ

については学生等の協力がさらに増えるように、周知に努めていただきたい

と思っています。それからもう一つ、障害のある児童、医療的ケアが必要な

児童に対する、放課後等デイサービスについて、35 ページですけれども、つ

くば市在住のお子さんでつくば市内の特別支援学校に行けないことがある。

これは県の区割りの問題だと思うのですけれども、区割りによって行けなく

なっているお子さんがいる。そのお子さんに対する放課後等デイサービス、

もちろん放課後だけではなく、今のような夏休みですとか、長期休みですと

かでのサービスについて少し意見、質問が出ています。少し遠い場所までの

通学になってしまうので、放課後デイサービスは事業者は民間で、なかなか

送迎サービスは遠くまでは行けないということで、遠い学校に通っているお
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子さんの放課後の状況が少し浮いているところが、つくば市でも北部、南部

の方では困っている保護者が多いということですので、事業者ということな

ので確実に送迎しなさい、とは言えないと伺っていますけれども、なるべく

そういう地域間の差がないようにご配慮をお願いし、事業者にも要望してい

ただきたい、ということで意見が出ています。 

最後に 36 ページの遊びの機会と場の充実ということですが、こちらに関して

はプレイパークの話なんですけれども、今プレイパークは流星台プレイパー

クと、公園で何か所かやっていると。一足飛びにプレイリーダーを作ってい

くというよりは、その前に保護者世代に向けて遊びというものが、子どもの

育ちにとても大切なんだという講演会等で意識を高めていき、それから深め

ていくような話を聞いていますので、今の若い保護者の皆さんに、遊びの大

切さをどんどん周知していく。それに加えて、遊べる場所もやっぱり増やし

ていくべきだと思いますし、もちろん子どもだけで今遊ぶわけにはなかなか

いかない場合もありますので、見守っていく大人も増やしていく方向でお願

いしたいと意見が出ております。以上です。 

土井会長：はい、ありがとうございます。では最後になりましたが、グループ

Ⅰですね、お願いいたします。 

長塚委員：グループⅠで、長塚が代表して発表いたします。グループⅠの方は、

『確かな生命と元気を育む』という基本目標を基に基本事業が 6 つになりま

す。まず最初に出産施設開設支援事業です。令和４年度との比較ということ

で実績があるのですけれども、人数での実績評価ということで、併せて協議

の 1-5（53 ページ）で、鈴木委員の方から質問も出ているところに対して回

答がございます。分母がはっきりしないところでの人数の増減ということで、

評価しづらいということですけれども、パーセンテージで表記し直すことに

なりました。内容的には、実際に市内で子どもを産みたいという人の数で言

うと、昨年度よりも予約が取れなかった人の人数が減っており、実績とすれ
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ば評価できるとしました。しかし、引き続き事業の周知を徹底して欲しいと

いう意見もありました。次に子育て世代包括支援事業で、ページで言うと 10

～12 ページですが、現在 TX 沿線に、新たな地域子育て支援拠点を設置して

いくという考え方ですけれども、委員からはより積極的に、駅の周辺の拠点

の設置を進めてほしいという意見が出ています。また、出張子育て広場等の

周知も併せて進めてほしいのと、各拠点の周知徹底、紙チラシ、回覧版も併

せて検討してはどうか、と意見も出ています。また、アウトリーチ型を積極

的に進めてほしいということと、保育コンシェルジュの相談件数も増えてい

るということでの評価はしています。続きまして、子育てしやすい環境整備

事業で、ページで言うと 13～15 ページです。ファミサポや一時預かりに対す

る評価はするけれども、つくば市は本当に毎年人口がかなり増えているまち

で、当然子どもの数も増えているため、対応に遅れがないようにしてほしい

という意見もございます。それと、ショートステイに対する評価はする、と

いう意見が出ています。続きまして、産前・産後のサポート/ケア事業で、ペ

ージは 16～17 ページです。先ほどの事業でもあったのですけれども、つくば

市の場合、積極的にこのアウトリーチ型、要するに訪問型のやり方でしっか

り産後のサポートもしているということでの評価がされております。17 ペー

ジの事業概要の中に、ホームスタート事業がありまして、生活環境等につい

て不適切な養育状況にある家庭等、という文言があります。実際に自覚され

ていないご家庭の情報の連携、そして、自覚のないご家庭として、実際に生

活環境等について不適切で、養育状況があまり良くないといったところに対

しては、情報の連携をいかに保っていくかということを、改善しながら進め

てほしいという意見がありました。前年度から比較すると、令和４年度は評

価できるという意見もあります。続いて、子ども家庭総合支援拠点事業で、

18 ページです。実績件数も大変伸びているので評価するという意見ですが、

実際に利用者の方々から満足度についてフィードバックしているか、どのよ
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うに利用した方々から取っているのか、との意見が出ました。実際には利用

者の満足度というところは、今できていないということでしたけれども、今

後の課題として検討してほしいという意見が出ています。 

最後になりますが、児童発達支援センターとの連携（資料の 19～20 ページ）

については、全体では評価するということです。それから言葉で言うと白黒

ではないグレーという言葉が委員の方から出まして、グレーなところを極力

作らないで進めてほしいという意見があり、それと各事業でどれだけ周知で

きるかが大切であろう、というまとめ的な意見が出ています。グループⅠか

らは以上になります。 

土井会長：はい、ありがとうございました。では、各グループから大まかにで

すけれども、話し合いをいただいた内容について報告をいただきました。こ

れで全体で各グループの意見を共有したことになりますので、ここから全体

討議に移ります。全体討議の意味は、今、点検・評価をそれぞれの項目別、

基本目標別に各グループで行いましたので、この各グループの意見をこの委

員会全体の意見として良いのかとどうか、ということを議論します。この点

検・評価はこの委員会としてあげますので、各グループの意見を全体の意見

として良いかどうか、ということを今からご判断いただきたいと思います。

順番ですが、報告をグループⅡ、Ⅲ、Ⅰの順番でやりましたので、基本目標

Ⅱ、基本目標Ⅲそれから基本目標Ⅰという順番に進めたいと思います。では

基本目標Ⅱで、こちらは事業番号が７から 10 になります。ご報告をいただい

た内容について何か追加されたいこと、あるいは質問でも構いません、ある

いは修正のご意見がありましたら、まず手を挙げていただけますでしょうか。

マイクをお持ちしますので、事業番号７から 10 につきましてグループⅡの報

告について、ご意見、追加意見、あるいは質問等がありましたら、手を挙げ

ていただければと思います。なければ、グループⅡのコメントをこの会議全

体の意見としたいと思いますが、よろしいですか。他の班の方、よろしいで
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すか。 

他委員：（グループⅡの報告に、意見・追加意見・質問等なし） 

土井会長：はい、ありがとうございます。では最後にもう一度伺いますが、と

りあえず、グループⅡのコメントを全体の意見と基本的にはしたいと思いま

す。続きまして基本目標Ⅲに移りたいと思います。こちらは事業番号が 11 か

ら 16 になります。グループⅢの報告した内容につきまして、追加意見、ある

いはご質問、あるいは修正意見等ありましたら、ご発言をお願いします。手

を挙げていただければと思います。先ほどのグループⅡはどちらかというと、

保育が中心でしたが、グループⅢの方は小学校の話が中心だと思いますけれ

どもいかがでしょうか。保育環境について、つくば市は結構日本の中では恵

まれている方なのかな、とは思いますが小学校でいうと、最近はいわゆる経

済格差の前提となっている教育格差の問題が大きな問題となっていて、教育

格差の問題の前提となってるのは体験格差と言われていますので、この体験

学習等も今日はありましたが、多分ここに関わってくるのだと思います。 

落合委員：すみません、質問です。32 ページで青い羽根学習会について書いて

ありますが、各中学校区に一つあるということでしたが、どういった場所に

設置されているのか教えていただきたいです。 

土井会長：これはグループⅢの方で確認されましたか。されていなければ、担

当事業課にお伺いしますが、グループⅢの方では共有されてないですかね。

では担当課の方からお願いしてよろしいですか。 

事務局(こども未来課)：はい、こども未来課です。各中学校区の学習会の場所

としましては、例えば公共施設や、民間の学習塾等の場所というところで、

詳細の方は公表していないでのですけれども、主にそういった場所を学習拠

点として開催しています。 

落合委員：ありがとうございました。公開されていないというのは、色々な配

慮ということですか。 
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事務局(こども未来課)：はい、おっしゃるとおりです。 

落合委員：実際には中学校とか学校が多いんですか。具体的でなくてもいいの

ですけれど、公共施設というと交流センターとか。 

事務局(こども未来課)：はい、そういった場所が主です。 

落合委員：すいません、学習支援をする指導者は。 

事務局(こども未来課)：民間の学習支援をしている団体ですとか、こちらの資

料（32 ページ）でも実績をご覧いただきますと、10 事業者と協働事業で実施

しているところですけれども、そういった主に学習支援をやっている団体が

実施しています。 

落合委員：どうもありがとうございました。 

土井会長：今のご質問の趣旨はグループⅢのコメント評価に何か付け加えた方

が良いということでしょうか。 

落合委員：そこまでは考えていなかったのですが、実際に青い羽根学習会とい

うものが具体的にどういうものなのか、ということがなかなか周知されてい

ないと、利用する方も難しいところもあると少し思ったのですが。すみませ

んがついでにもう一つ質問なのですが、どういう形で青い羽根学習会に参加

したいというお子さんや、ご家族の方からの要望を受け付けていますか。周

知などで、特別な方法があるのですか。 

土井会長：要するに募集と応募ということですね。 

事務局(こども未来課)：こども未来課です。まず４月１日に、昨年度就学援助

受給世帯に関しては、こども未来課から通知を出しています。そこに学習会

の案内を載せていまして、そこに教室の連絡先等も載せてあります。まずは、

自分の近い所とか、見てみたい教室に連絡をしていただいて、見学という形

にしていただいています。見学は何か所行っても良く、自分に合う合わない

を何度か体験してもらってから、申請という形をとっています。 

落合委員：ありがとうございます。そうすると就学援助を受けていないお子さ
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んは青い羽根学習会には応募できないということですか。 

事務局(こども未来課)：そうですね、就学援助受給世帯もしくは生活保護世帯

になっております。 

落合委員：分かりました、どうもありがとうございました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。今、事実確認ですけれども、それを

踏まえて何かこうした方が良いとかご意見はありますか。 

落合委員：青い羽根学習会については、一生懸命されていると思うので、今伺

い具体的なイメージは分かったのですが、取り組みとしてはそれぞれ適切な

対応をしていると思うのですが、就学援助を受けている、あるいは生活保護

世帯を対象ということですと、それ以外の方に声をかける必要がないという

か、できないということ。それであれば分かりました、ありがとうございま

す。 

土井会長：では良いということですね、ありがとうございました。では他にあ

りますでしょうか。今、追加の質問がありましたが、これは事実確認という

ことで現状のままで良いということですので、グループⅢの報告内容を、全

体の評価としたいと思います。続きまして基本目標Ⅰで、事業番号１から６

です。主に出産、育児に関わるところですが、先ほどの報告内容を踏まえ追

加したこと、あるいは質問したいこと、修正したいことがありましたら、自

由に手を挙げていただければと思います。いかがでしょうか、ではお願いし

ます。 

浦里委員：はい、資料９ページですけれども、令和４年度のあかちゃん訪問時

のアンケートで、52 人の方が市内で出産を希望したけれども、予約が取れな

かったと書いてあるのですが、52 人というのは大きい数字なんですか、小さ

い数字なんですか。赤ちゃん訪問をした人数を知りたいと思いました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。これ多分グループⅠで何か話が出た

ように記憶をしていますが、まずグループⅠからあれば。 
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長塚委員：グループⅠで意見が出まして、先ほども少し分かりづらかったかも

しれませんが、令和３年は 56 人という数字が担当課から出ました。ただ、こ

の 52 人だ 56 人だというものが人数として出ても、多いのか少ないのかよく

分かりづらくて、比較するその４人の、その分母がはたしてどの程度なのか

ということで、担当課の方から話がありました。全体の人数は、担当課から

出まして、年度の数字として出て、パーセンテージとして全体の人数は表し

てもらいました。それでパーセンテージで示してもらったものが、協議 1-5

（53 ページ）の回答です。鈴木委員からの質問の内容を言いますと、「令和

４年度あかちゃん訪問時アンケートで、52 人と減少したと記載されています

が、全体の人数が異なってくると思うので、比較する場合「％」で明記した

方が分かりやすいのではないかと思います」という意見・質問がありまして、

回答が、「「％」で明記することは可能です」ということで、令和４年度 8.3

％と数字として回答があったのですけれども、令和３年度でいうと 8.7％だ

そうです。ですので全体の数字としては、いただいていないのですけれども、

パーセントでいうと、令和４年度が 8.3％、令和３年度が 8.7％ということで

担当課からいただいています。少し分かりづらいかな、というところは確か

にありますので逆に言うとその辺りも少し明確にしていただきたいというこ

とでは、グループでもお話はしています。あと何か担当課の方から付け加え

ることがあればお願いします。 

事務局(健康増進課)：健康増進課です。先ほどのお話しの通りなのですが、こ

のあかちゃん訪問のアンケートについては、母数の方が記載されていません

でしたので、次回から記載するようにしたいと思うのですけれども、この数

を割り返してみますと、概ね 630 人くらいになるというところで、令和３年

度、令和４年度と人数の方の若干の違いはあるのですけれども、概ね 630 人

くらいということです。不足しておりまして申し訳ありませんでした。 

土井会長：はい、ありがとうございます。追加でありますか。 



 

p. 15 

 

浦里委員：はい、ありがとうございました。あかちゃん訪問ですが、通知を出

して全ての人が受け入れるものではないですよね。 

事務局(健康増進課)：はい。あかちゃん訪問ですが、対象者数に対して、令和

４年度は 96.7％の方に訪問をしています。 

浦里委員：ありがとうございます。 

土井会長：はい、ありがとうございます。では、表記の仕方を少し工夫してい

ただきたいということは、評価、コメントに加えたいと思います。他にあり

ますでしょうか。では今の追加のコメントを含めましてグループⅠのコメン

トを全体の評価としたいと思います。もう一度確認をしたいと思います。グ

ループⅠ、Ⅱ、Ⅲそれぞれの意見に対しまして、何か落とした点があれば、

追加、修正、あるいは質問等あればもう一度お伺いしますので、手を挙げて

いただきたいと思います。はい、ではお願いします。 

落合委員：落合です。今のグループⅠのところで少し忘れていたことなのです

が、子ども家庭総合支援拠点について、前々回か、なにかにイメージが分か

りにくいのでニックネームを付けたらどうかという話が出たような気がする

のですが、それについて何かお聞きになっている方はいらっしゃいますか。 

土井会長：担当課からお願いします。 

事務局(こども政策課)：こども政策課です。地域子育て支援事業の方の子育て

総合支援センターをはじめとした拠点が「拠点」という言い方というところ

があったのですけれども、子ども家庭総合支援拠点を含み、新しい呼び名と

いうところははっきりと決まってはいません。今現状では支援拠点という言

い方をしてるところと、後は支援センターという言い方をしているところも

あり、正式には地域子育て支援拠点事業なのですけれども、支援センターと

お母様方が、おっしゃっていることも多く、そちらの方が既に周知されつつ

あるのかな、というところはあるのですけれども、統一した新しい呼び方や、

名称を聞いて固い印象を受けないような愛称は、地域子育て支援拠点や、子
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ども家庭総合支援拠点でも、今後の課題とさせていただければと思います。 

落合委員：どうもありがとうございました。 

土井会長：ありがとうございます。せっかくですからネーミングのことも付け

加えますか。よろしいですか皆さん。 

ではネーミングの検討も、全体の意見として付け加えたいと思います。他に

全体を通して何か忘れていた、あるいは今思いついたことでも構いませんの

で、ご質問、ご意見、修正等ありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。では時間も押していますので、次に移りたいと思いま

す。ではこれで基本目標についての評価を終わりたいと思います。続きまし

て重点項目に移りたいと思います。重点項目の点検・評価につきまして、ま

ずは事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局(こども政策課)：（資料に基づき説明）  

土井会長：ありがとうございました。では点検・評価をしたいと思いますけれ

ども、評価のつけ方については前回ご審議いただいた案のとおりです。100

％は「A」、100％を超える場合は、私たちが知りたいので「A＋」をつけてく

ださいということだったと思います。ただ、公表する時は「A」で公表すると

いうように審議いただいたので、それに則って今回は評価をつけていただき

ます。では協議 1-6（55～78 ページ）で、今ご覧いただいている各シートに

つき、何かご意見がある方は手を挙げてご発言をお願いします。確認ですが、

先ほど例として挙げていただいた 67 ページのところは、67％が 99％で「B」

評価になっていますが、この「B」というのは括弧の中の 99％の方に基づい

た評価ということです。少し時間を取りたいと思うので目を通して、お気づ

きの点があれば、手を挙げていただければと思います。 

内野委員：内野です。１枚目の教育・保育の見込量と確保方策（全体）ですけ

れど、２号認定の中で「幼児期の学校教育の利用希望が強い」というものと、

そうでないものというのは、どういうことなのか具体的にご説明をいただけ
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ると嬉しいです。 

土井会長：では担当課からお願いしてよろしいですか。 

事務局(こども政策課)：この点につきまして、こども政策課から回答させてい

ただきます。プランを策定するタイミングで、国の指針に基づき、プランを

作るためのアンケートというものを実施しています。そのアンケートは、国

が作ったアンケートの中でこういうことを聞いてください、とあるのですけ

れど、その中で実際の量の見込みというのを数字として、アンケートの結果

をもとに出していくのですけれども、そのアンケートの中で一定の回答をし

た方というのは、保育所の方の利用の中でも、乳幼児の学校の教育の利用希

望が強いというように分けて、プランの方を策定することになっていまして、

そういう形で、乳幼児の学校の利用希望、プランの記載値で言えば 1,037 人

の方が、保育所を利用するのですけれども、幼児期の学校教育の利用希望と

いうのも強いという形で数字を出しているところになってます。ですが実際

の量というところで毎年点検・評価をする上で同じアンケートをするわけに

はいかないところもあり、そこの利用希望が強いというところの数値は、例

年、空白とさせていただいています。 

内野委員：保育園に行っているけれども、本当は幼稚園に行きたかったという

ことですか。 

事務局(こども政策課)：イメージとしてどう捉えるかはあるのですけれども、

そういった幼稚園のような、教育の利用希望も強い、というようにこのアン

ケートで答えた方がいるということで、実際に両方どちらでも選べますとい

う段階であれば絶対幼稚園だったかというところまでは、はっきり分からな

いと思います。 

内野委員：ありがとうございます。 

土井会長：他はいかがでしょうか。はい、お願いします。 

鈴木委員：ままとーんの鈴木と申します。71 ページの養育支援訪問事業及び要
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保護児童等支援事業のところで、こちらはホームスタート事業に関するもの

だと思うのですけれども、その事業の枠組みとして２種類あるということだ

と思うのですけれども、実際に利用されている方は、養育支援訪問を目的と

している、あるいは要保護児童等支援事業の方で利用しているというような

形を把握とかしていたりするのでしょうか。 

事務局(こども政策課)：こども政策課です。この養育支援訪問事業は、健康増

進課が担当として専門職が行く養育支援訪問事業と、家庭的援助という意味

での、こども政策課が担当しているホームスタート事業があります。我々こ

ども政策課としてホームスタート事業のお話をさせていただきますと、ホー

ムスタート事業につきましては、利用の過程としましては、まず利用をした

い方が申請をして、そこから利用が始まっていくわけですが、そのホームス

タート事業を使っている方が、他の事業についても使っているかどうかとい

うことを把握しているかということでしょうか。 

鈴木委員：この要保護児童等支援事業は、保護者がホームスタート事業を利用

したいと思っているのか、ホームスタート事業の方は、この要保護児童だけ

でなく、普通に上のお子さんがいるからちょっと一緒に下の子の面倒を見て

もらいたい、とかそういった普通の利用の方もいると思うのです。ただ単純

に少しケアが必要だから、というようなわけではなくて、そういったところ

を利用するときに、市の方では把握されていたりするのかな、と思ったので。 

事務局(こども政策課)：利用される方が要保護児童の支援を受けているかどう

か把握しているかということでは、その点は把握はしていません。ホームス

タート事業を使う過程で、健康増進課に対して、その人の照会というのは行

いますけれども、それはそれで連携を取る必要があるのでしているのですが、

要保護児童の支援を受けているかどうかというところは、ホームスタート事

業に関しては確認していません。 

鈴木委員：はい、分かりました。どうもありがとうございます。 
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土井会長：他はいかがでしょうか、そろそろ大丈夫ですか。今２件ご質問が出

ましたが、それを踏まえてご意見があれば、挙げていただきたいと思います

が、ご意見はないですか。では点検・評価は今の提案のとおりでいくという

ことでよろしいでしょうか。ではご意見、ご異論ないようですので、そうさ

せていただければと思います。 

以上で基本事業及び重点項目の点検・評価は終了となりますが、何か全体を

とおして、これは言い残した、という点があればご発言をお願いします。こ

れで最後になりますが何かないですか。後で発言されても全体で共有できな

いので、全体意見にできないので今発言していただければと思います。本日

の会議でのご意見、評価は改めて事務局の方で整理をさせていただきます。

その上でもう一度委員全員にお送りし、ご確認いただいた上で、全体会議と

しての点検・評価結果として、市のホームページで公開したいと存じます。

この段取りで進めたいと思いますけれども、何かこの点につきましてご意見、

ご質問等ありますでしょうか。まず、事務局でまとめて、それを皆様にもう

一度確認していただき、そこでご異論なければそれで、全体会議としての点

検・評価結果として、ホームページ上に公開します。よろしいでしょうか。 

他委員：（委員からの異議等なし） 

土井会長：はい、ありがとうございます。ないようですので本案件はこれで終

了とします。長い時間ですが、ご審議ありがとうございました。 

では続きまして、報告事項に移りたいと思います。まず報告事項の（１）令

和５年度の保育所等の待機児童数について、です。こちらは事務局からの説

明となりますが、報告事項（２）令和５年度つくば市放課後児童クラブ待機

児童について、2 つの報告をあわせて行い、後から質問を受けたいと思いま

す。まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局(幼児保育課)：（資料に基づき説明） 

土井会長：ありがとうございます。では続きましてこども育成課からお願いし
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ます。 

事務局(こども育成課)：（資料に基づき説明）  

土井会長：はい、ありがとうございます。では、報告（１）（２）あわせて何

かご質問、ご意見等ありましたらお伺いします。手を挙げていただければと

思います。よろしいでしょうか。 

他委員：（質問、意見等なし） 

土井会長：はい、では最後にその他の事項です。何か委員の皆様から、その他

でご発言したいことはありますか。若干時間に余裕があるようなので、今回、

評価の仕方、方法について少しご発言があったように思いますが、何か来年

度に向けて、評価の方法をこうしたら良いのではないか、とかご意見があれ

ばお願いしたいと思います。はい、ではお願いします。 

内野委員：内野です。この会議の中でも少しお話したのですけれど、最初に１

時間かけた評価の中では少し時間が足りなくて、我々も細かく見る方と、ぱ

ぱっと見る方と色々いると思うのですけれど、事前に自分なりの評価を入れ

るフォーム等が事前にあれば良いと思いました。そうすると今日欠席してい

る方も結構いらっしゃるので、そういう方の意見も反映できるだろうなと思

いました。ですので事前にそういう入力フォームのようなものがあれば、そ

れを入力してもらい、一つ一つに評価項目があり、意見を入れていき、それ

を事務局がまとめてもらったものを、ここに出してもらえれば、ここのグル

ープでそれを共有してそれについて議論でき、その方が効率的かと思いまし

たので、意見させていただきました。 

土井会長：はい、ありがとうございます。この件につきまして何かご意見ある

方いらっしゃいますか。今回鈴木委員からは、あらかじめご質問をいただい

ていたと思いますけれども、それぞれの項目について、グループのコメント

欄のところを、例えばフォームで用意をしておいて、ネットを通して記入し

ていただくか、あるいは紙で書いていただいて郵送でも良いかもしれません
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が、あらかじめそれを集約しておいてから、それをもとにグループにしても、

ディスカッションをした方が、白紙の状態から行うより、効率が良いのでは

ないか、というご意見だと思います。何か評価方法について、せっかくです

ので、来年度に向けて改善点があればお伺いしたいと思います。そうなるか

どうか分かりませんが、改善意見としていかがでしょうか。はい、ではお願

いします。 

落合委員：落合です。今のご意見に私も賛成ですが、グループⅠの事業シート

が特に多かったのかもしれないのですが、かなり時間が足りない感じで、ど

うしてもここは飛ばしてしまおうみたいな感じで、一つ一つ丁寧に見られな

かったので、事前に資料を読むということも大事だと思うのですが、それを

さっきおっしゃったようにフォームか何かで回答していくと、もう一歩踏み

込んで参画できるので、この日の時間がもう少し有効に使えるのではないか

と思いました、以上です。 

土井会長：はい、ありがとうございます。紙で返すと、事務局では分かるけれ

ど、他の委員の方は分からないので、ここに来ないと分からないですよね。

フォームで見られるようにしておくと、他の委員がどういう意見をされてい

るかを確認できるので、あらかじめここに来る前に、お互いに他の人がどう

いう意見持っているかが分かるので、そちらの方が準備としては良いかな、

とは思いますが、大変だと思うので、できるかどうか今後検討していただけ

ればと思います。この件でなくても構いませんが。ご意見等ありましたら、

手を挙げていただければと思います。 

無いようですので、事務局からその他の事項で 1 点あるかと思いますのでお

願いします。 

事務局(こども政策課)：はい、こども政策課です。第３期子ども・子育て支援

プランにつきましてご報告がございます。計画策定支援業務の委託先を公募

型プロポーザルで選定した結果、株式会社 名豊と契約しました。この名豊に
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は、第２期プランの策定の際にも、支援業務を委託しておりますので、次回

の第３回子ども・子育て会議から、名豊にもこの会議に出席していただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

次回の会議ではこのプランの策定に向けた、基礎資料のためのニーズ調査の

項目等について、協議いただく予定になっておりますので、あわせて、委員

の皆様にもご協力の方よろしくお願いいたします。以上、こども政策課の報

告になります。 

土井会長：はい、ありがとうございます。今後第３期プランの作成に入ります

けれども、そのプラン作成にあたっては、調査を行いますので、その調査項

目をですね、具体的にどういう項目で調査をかけて、その結果をもとにして

このプランを作っていくことになるので、どういう調査項目が良いのかとい

う検討を、次回はお願いしたいと思っています。 

では本日の審議及び報告はすべて終了いたしました。今回は長時間になりま

したけれども、慎重なご審議どうもありがとうございました。ではこれをも

ちまして議事進行を事務局にお返しいたします。 

事務局(こども政策課)：土井会長、ありがとうございました。本日の会議録は

後日、皆様にご確認をいただいた後、市のホームページで公開します。次回

第３回子ども・子育て会議は 11 月頃の開催を予定しております。以上をもち

まして、令和５年度第２回つくば市子ども・子育て会議を閉会いたします。

長時間にわたりありがとうございました。 
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令和５年度（2023年度）第２回つくば市子ども・子育て会議 

 

日時：令和５年（2023）８月 18日（金） 

13時 30分から 17時 00分まで 

場所：つくば市役所本庁舎２階 

防災会議室（２）（３） 
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１ 開   会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 協 議 事 項 

（１） 第２期つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価（令和４年度実績）に 

ついて 

 

４ 報 告 事 項 

 （１） 令和５年度の保育所等の待機児童数について 

 （２） 令和５年度つくば市放課後児童クラブ待機児童について 

 

５ 閉   会 
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第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４年度実績）の 

点検・評価の実施方法について 

 

１ 点検・評価の目的 

  第２期つくば市子ども・子育て支援プランについては、毎年度１回、つくば市

子ども・子育て会議で実施状況の点検・評価を行い、その結果を各担当課へフィ

ードバックすることでプランの着実な実施と必要に応じた見直しを図っていま

す。 

 

２ 点検・評価の対象事業 

  ①基本事業 

プラン「第４章 施策の展開」の基本目標と事業の体系（P34）に記載されて

いる各基本目標に紐づけられている基本事業（16 事業） 

  ②重点事業 

プラン「第５章 重点事業」内の 

   「３．教育・保育の見込量と確保方策」（P50～） 

   「４．地域子ども・子育て支援事業の見込量と確保方策」（P55～） 

   「５．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保」（P63～） 

 

３ 点検・評価方法 

  ①基本事業 

基本事業に関連した担当課が作成した【基本事業シート】を、会議に先立っ

て送付いたします。（※本シートに関する、皆様からの質問・意見等も事前に受

け付けます。） 

会議当日は、事前に分けたグループ（基本目標Ⅰ～Ⅲ）で、基本事業シート

及び事前に受付した質問・意見等を踏まえ議論をしていただきます。 

その後、各グループでまとめた評価（意見）を会議全体で報告し、子ども・子

育て会議の評価（意見）として【点検・評価シート】にまとめます。 

           グループで議論       全体で議論 
 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅰ 

基本目標Ⅲ 

１ 各グループの代表が結果を報告 

２ 他グループの委員から意見を求める 

３ 子ども・子育て会議として最終的な 

評価（意見）を【点検・評価シート】 

にまとめる 

【
基
本
事
業
シ
ー
ト
】
の
事
前
送
付 

質
問
・
意
見
等
の
事
前
受
付 

協議 1-1  
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②重点事業 

重点項目に関連した担当課が予め作成する「事業担当課一覧および重点項目

評価表」を使用します。評価表は、各事業の実績及び評価の基準を基にしたＡ

～Ｄの評価を記載しています（※）。 

委員の皆様には、事前に評価表を御確認いただき、その上で、御質問・御意

見等をいただきます。 

会議の当日は、担当課が作成した評価表及び委員の皆様からの御質問・御意

見等を取りまとめた資料で議論いただき、子ども・子育て会議の評価としま

す。 

※新型コロナウイルス等の影響により、実績の数値と評価に使用した数値が異なる

場合には、評価に使用した数値及びその理由を併記します。 

 

４ 点検・評価方法の一部見直しについて 

   従来の評価の基準は、計画に対する進捗率が 100％（計画通り）であったとして

もＢ評価（おおむね計画通り）になることや、事業によっては、達成率が最大で

100％であるためＡ評価となりえないものがあることから、より適切な評価とする

ため、今回の点検から重点項目評価表（評価の基準）を以下の通り見直します。 

［変更内容］ 

  重点項目評価表（評価の基準） 

評価 

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）） 

従来 変更 

内容 達成率 内容 達成率 

Ａ 

計画に先行して

進んでいる 

100％超 計画通り又は計

画に先行して進

んでいる 

100％以上 

Ｂ 
おおむね計画通

り 

80％-100％ おおむね計画通

り 

80％-100％未満 

Ｃ 
遅れが生じてい

る 

50%-80%未満 遅れが生じてい

る 

50%-80%未満 

Ｄ 
大幅に遅れが生

じている 

50％未満 大幅に遅れが生

じている 

50％未満 

 

５ 点検・評価結果の公表 

  会議での点検・評価結果は、事業を所管する各担当課へフィードバックし、翌年 

度以降の事業実施の参考とさせていただきます。 

  また、点検・評価結果は、市ホームページで公表します。 
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（敬称略）
（委員名簿順）

基本目標と事業の体系（P34） 組織等 氏名

議会 長塚　俊宏

子育て支援団体 鈴木　朱里

市民委員 落合　美智子

市民委員 宮下　信一

６名 小・中学校PTA 内野　隆之

小児医療 江原　孝郎

幼稚園PTA 樽味　幸恵

民間保育園 古谷野　好栄

民間幼稚園 橋本　幸雄

公立小中学校長 柳下　英子

公立小中学校長 藤岡　賢治

７名 市民委員 トモル　ソロンゴ

市民委員 村上　義孝

児童クラブ 千代原　義文

学識経験者 堀内　明由美

子育て支援団体 浦里　晴美

主任児童委員 大久保　良文

６名 市民委員 根津　陽子

保育園保護者会 宮本　美穂

第２期子ども・子育て支援プラン基本事業 点検・評価グループ
(令和５年度第２回子ども・子育て会議)

基本目標Ⅰ　たしかな生命と元気を育む(P35)
～安心して産み育てられる子育て環境の充実～

基本目標Ⅱ　楽しく着実に育ち学ぶ力を育む(P38)
～幼児教育・保育の環境の充実～

基本目標Ⅲ　主体的にして広く豊かな経験を育む(P41)
～地域や放課後等における子どもの活動環境の

充実～

協議１-２
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事業
番号

基本目標 基本方針 基本事業
プラン
記載
ページ

　取　　　組 担当課① 担当課② 担当課③ 担当課④

1
①出産施設開設支援事
業

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用の一部助成等の支援を行います。 健康増進課 - - -

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握
し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしながら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子
を支援につなげる子育て支援事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・
包括的な支援の推進を図ります。

3
③子育てしやすい環境
整備事業

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図りま
す。

こども政策課 幼児保育課 こども未来課 -

4
①産前・産後のサポー
ト/ケア事業

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ
型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

健康増進課 こども政策課 - -

5
②子ども家庭総合支援
拠点事業

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を
行います。それにより、すべての子どもとその家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育ての孤立化、養育
困難等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

こども未来課 - - -

6
③児童発達支援セン
ターとの連携

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて
連携の強化を図ります。

障害福祉課 こども未来課 - -

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設
や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行います。

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保ができるような支援を行います。

9
①幼児教育及び保育の
推進事業

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の
活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

幼児保育課 学び推進課 - -

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行う
とともに、教育・保育施設等に対して受入れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられ
るように、児童発達支援センターとの連携を図ります。

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児
童一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。また、民設民営児童ク
ラブの積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の
適正配置を推進していきます。また、放課後児童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきます。

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもたちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国
際性、自然環境等の当市の特性をいかして、研究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よっ
て、計画期間内においては、放課後子供教室の専門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があり、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを
実施するとともに、開催回数を増やしていきます。

13
③子どもの居場所・学
習支援事業

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学習支援や安心できる居場所の提供を行います。 こども未来課 (学び推進課) - -

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るとと
もに、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づくりを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施するこ
とで、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子
供教室で実施する魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をより一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催
数の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教
室の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプレス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所
づくりに努めていきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こし
や育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指します。

15
②特別な配慮を必要と
する児童の支援事業

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そ
のために学校や専門性を有する関係機関と連携を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

こども育成課 障害福祉課 (学び推進課)

16
③遊びの機会と場の充
実

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に安心して過ごせる環境を整備します。 公園・施設課 (こども政策課) - -

- -

P44

14

２ 子どもが主体
的に活動するため
の支援の充実

①新・放課後子ども総
合プラン運営事業

P43 こども育成課 (学び推進課)

幼児保育課
特別支援

教育推進室

-

12
②放課後子供教室推進
事業

こども育成課 (学び推進課) - -

- -

障害福祉課 -

11

Ⅲ 主体的にして
広く豊かな経験を
育む

１ 特色をいかし
た放課後等の居場
所の整備

①放課後児童クラブ事
業（放課後児童健全育
成事業）

P42

こども育成課 (学び推進課) -

２ 子どもの豊か
な育ちの促進

P40

10
②特別な配慮を必要と
する子どもの支援事業

-

２ 発達や養育に
悩みを抱える家庭
への支援の充実

P37

7

Ⅱ 楽しく着実に
育ち学ぶ力を育む

１ 教育・保育の
提供体制の整備

①教育・保育ニーズに
あわせた教育・保育体
制の整備事業

P39

幼児保育課 学務課 - -

8 ②保育人材の確保事業 幼児保育課 教育総務課

事業担当課一覧（基本事業）

Ⅰ 確かな生命と
元気を育む

１ 継続的・包括
的な支援の充実

P362
②子育て世代包括支援
事業

こども政策課 健康増進課 幼児保育課

協議１-３
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1

プラン記載
ページ P36

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

○産科、産婦人科を設ける病院、診療所及び分娩を取り扱う助産所を開設しようとする方、あるいは増床しよう
としている方に建物の建設費や医療機器購入費などの費用の一部を助成する。

■　事　業　内　容　■

・交付実績なし
・バースセンターでの分娩数が前年度より増加した。
筑波大学附属病院内のつくば市バースセンターの再整備が令
和５年11月に竣工予定となり、つくば市内の産科病床数が増
加する予定（６床増加）となった。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度あかちゃん訪問時アンケートで、市
外・県外の分娩施設で出産した方のうち「市内で
予約が取れなかった方」は52人と昨年度より減少
した。

○令和５年度に再整備されるつくば市バースセン
ター（12床）の周知を推進していく。

Ⅰ たしかな生命と元気を育む

１ 継続的・包括的な支援の充実

■　事　業　概　要　■

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用
の一部助成等の支援を行います。

基本目標

関連するプラン名

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

基本方針

担 当 課 健康増進課

基本事業 ①出産施設開設支援事業
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2

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
○地域子育て支援拠点事業
　つくば市子育て総合支援センターをはじめ地域子育て支援拠点（10か所）を設置し、地域の子育て親子の交流を促進すること
で子育ての不安感等を緩和し、子供の健やかな育ちの支援を行っている。具体的には、拠点場所の開放及び出張ひろばを行って
おり、その中で子育て相談等の支援を行っている。
●市内地域子育て支援拠点
　・子育て総合支援センター（つくば市流星台）　　　・かつらぎクラブ（つくば市西大橋）
　・チェリークラブ　　　　（つくば市上野）　　　　・おとなり　　　（つくば市みどりの）
　・おひさまクラブ　　　　（つくば市高崎）　　　　・こどもの森広場（つくば市沼崎）
　・すぎのこクラブ　　　　（つくば市下河原崎）　　・なないろくらぶ（つくば市大角豆）
　・ままとーんつどいの広場（つくば市舘野）　　　　・花畑ひろば　　（つくば市花畑）

○利用者支援事業（基本型）
　子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できる
ように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり
等を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域子育て支援拠点事業
●令和４年度利用実績
・子育て総合支援センター
　（けやき広場（拠点）30,283人、出張ひろば559人（94回））
・かつらぎクラブ（拠点1,458人、出張ひろば101人（25回））
・チェリークラブ（拠点4,265人、出張ひろば46人（25回））
・おとなり　　　（拠点8,088人、出張ひろば265人（23回））
・おひさまクラブ（拠点2,188人、出張ひろば109人（24回））
・こどもの森広場（拠点3,261人、出張ひろば場251人（23回））
・すぎのこクラブ（拠点4,249人、出張ひろば214人（23回））
・なないろくらぶ（拠点3,556人、出張ひろば95人（23回））
・ままとーんつどいの広場（拠点2,023人、出張ひろば未実施）
・花畑ひろば　　（拠点3,833人、出張ひろば241人（25回））
・合計　　　　　（拠点63,204人、出張ひろば1,881人（285回））
※コロナの影響により、出張広場の回数差あり。
※オンラインでの利用者は除く。
●令和３年度の課題に対する取組
・つくば駅徒歩圏内のBiViつくばで出張子育て広場を開始した。
・TX沿線での常設の拠点開設に向けて、民間事業者等と調整を進め
た。

○利用者支援事業（基本型）
・令和４年度相談実績：287件（来所253件、電話34件）
・令和４年度から開始の事業のため、専用のパンフレットを作成
し、関係機関へのPR活動及び連携を図るため、庁内関係部署、公立
及び民間の保育所・幼稚園、小児科などを巡回し、パンフレットの
配布を行った。また、市内外の子育て支援団体との勉強会を行っ
た。

○地域子育て支援拠点事業
・将来的に、TX沿線に常設の拠点を１か所以上開設
できるよう、民間事業者等と継続的に調整を行う。
・参加人数が少ない出張子育て広場があるため、SNS等を
活用した周知など広報活動を積極的に行う。

○利用者支援事業（基本型）
・今後は、関係機関とのさらなる連携・協働体制構築のた
め、日々の相談業務における連携のほか、子育て支援団体
や子育て支援拠点と打ち合わせ等を行い、協力体制を図っ
ていく。また、子育て支援拠点等へ出向くといった支援を
行う。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特
定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン名

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス
型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支
援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしなが
ら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施します。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実
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2

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

■　事　業　内　容　■

関連するプラン

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

実績 実績に対する課題・改善方針
○利用者支援事業（母子保健型）「つくば市母子健康包
　括支援センター」
①妊娠届出時面接　　   2,255件
②転入妊婦面接 　　　    190件
③妊娠９か月電話相談     670件
④母子保健コーディネーター　　　3名配置
⑤利用者支援事業（母子保健型）　4か所

○妊婦健康診査　　　25,771人（償還払い含）

○あかちゃん訪問     2,293件　実施率　96.7％

○母子保健コーディネーターが１人増員で３名
配置となったため、相談や対応件数が増加し、相
談者に対してもきめ細やかな相談ができた。

○妊娠届出時や転入妊婦に対し、セルフプラン
シートを活用して必要な支援につなげた。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

■　事　業　概　要　■
○保健師等がおおむね生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業（あかちゃ
ん訪問）」により、育児に関する不安や悩みの傾聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等
を行う。また、妊婦健康診査事業により疾病の早期発見、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対し
て、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じて医学的検査を
実施する。

○「母子保健型」利用者支援事業として、母子保健コーディネーター、保健師等の専門職を配置し、妊娠届出時
の面接等の機会を通し、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応し、必要な支援
につなぐための相談等を行う。また、妊娠９か月ごろに初妊婦及び要支援妊婦に対し、電話相談等を行い、必要
に応じて支援計画を作成し、支援計画に策定されたサービスについては、本人、家族、関係機関との調整のう
え、必要な支援が提供されるように連絡・調整を行う。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。
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2

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

■　事　業　概　要　■
○乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースで看護師等が保育する
病児保育の受け入れ施設数の充実を図る。

○保育コンシェルジュ事業、子育て家庭等からの保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種
の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度利用実績
・病児保育　６施設
　　　　　　（うち休止１施設、補助実績なし１施設）
・病後児保育　４施設（うち休止１施設）
※延べ利用人数　1,121人

○令和４年度保育コンシェルジュ相談件数　1,314件
　（令和３年：1,254件）
　　窓口：1,002件（令和３年：924件）
　　電話：312件（令和３年：330件）

○病児、病後児保育については、利用者の利便
向上及び配慮を要する児童の受入れが課題となっ
ている。そのため市及び各施設のホームページの
見直しを行った。また、配慮を要する児童の受入
れについては、各施設の担当者との意見交換を継
続的に実施している。

○令和４年度の保育コンシェルジュの窓口での
相談件数が前年から増加し、電話での相談が減少
していることから、新型コロナウイルスの影響は
落ち着いたものと考えられる。令和４年度に保育
所申請の電子申請を本格化したことにより、相談
機会が減り、コンシェルジュへの相談が増加した
ものと考えており、引き続きホームページの充実
等で保育情報の発信を強化していく。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基
本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包括的な支援の推進を図ります。

担 当 課 こども政策課 健康増進課 幼児保育課

基本事業 ②子育て世代包括支援事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービ
ス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、必要に応じて相談・援助を行うなどして、適
切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしな
がら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を支援につなげる子育て支援事業を実施しま
す。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実
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3

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
○一時預かり（子育て総合支援センター（つくば市流星台））
　保護者の事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・センター事業）
　つくばファミリーサポートセンターを設置し、児童の預かり援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との連絡・調整を行う
ことで、地域における育児の相互援助活動を推進する。
　主なサービス：保育サービス、送迎サービス、家事援助サービス

○つくば市あかちゃんの駅
　乳幼児を抱える子育て家庭を応援する取り組みの一環として、外出中に授乳やオムツ替えなどで立ち寄ることができる施設を
「つくば市あかちゃんの駅」として登録する。あかちゃんの駅では、授乳の場、おむつ替えの場、ミルク用のお湯の提供を行う
（提供内容は施設によって異なる）。

実績 実績に対する課題・改善方針
○一時預かり（子育て総合支援センター（つくば市流星台））
・年間預かり人数2,046人（令和３年度1,697人）
・インターネット予約を開始し利用者が予約しやすい環境にした。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポート・セン
　ター事業）
・会員数1,424人（令和３年1,365人）
　（利用会員1,211人、協力会員171人、利用・協力会員42人）
・年間利用者数690人（令和３年512人）
・主なサポート内容（200回以上のもの）
　育児困難（親の障害、育児ストレス等）701回
　保護者等の外出の場合の援助460回
　保育者の短時間・臨時的就労の場合の援助309回
　保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり268回
・協力会員を増やす取り組み
　チラシの配布や退職予定の保育士等へ協力会員登録を依頼した。
　未研修の登録会員に対して年に一度行っていたサポーター基礎研修
を２回実施した。また、広く一般に向け市報やSNSで研修の受講者とサ
ポーターの募集を行った。
・会員登録受付方法の変更
　社会福祉協議会の窓口のほか、オンライン、市役所、訪問での登録
を開始した。
・父母共同の子育てに対応した新たなパンフレットを作成
●令和３年度の課題に対する取組
・協力会員を増やすための取り組みを、上記、実績のとおり実施し
た。また、保育士、幼稚園教諭の有資格者で、現場を離れて間もない
者が協力会員となった場合は、活動前に受講する基礎研修の一部の要
件を緩和し活動可能とした。

○つくば市あかちゃんの駅
・市内65施設（公共施設：54　民間施設：11）が登録（令和５年１月
時点）。
●令和３年度の課題に対する取組
・児童館での環境整備が課題となっていたことから、全児童館の設備
状況を確認し、要望のあったおむつ替え用のベッドや授乳用の椅子な
どを支給した。
　また、つくばエクスプレス駅等も含めた新規施設での実施について
検討を進めた。

○つくば子育てサポートサービス（ファミリー・サポー
ト・センター事業）
・支援の依頼が増加傾向にあり、対応するため今後も協
力会員を増やす取り組みを継続して行っていく。

○つくば市あかちゃんの駅
・より多くの場所にあかちゃんの駅を設置できるよう
に、引き続き新規施設での実施に向けて調整を進める。

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課
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3

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
○家庭において保育を受けることが一時的に困難な乳幼児について、主として昼間、認定こども園、幼稚園、保
育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
令和４年度利用実績

○一時預かり（一般型）　38施設
　　　　　　　　　　　　（うち補助実績なし８か所）

○一時預かり（幼稚園型）１施設

※延べ利用人数　　21,232人

○実施施設数は増加しているが、利用定員が設
定されているため、利用者の希望日に利用できな
い場合がある。利用者にとって利用しやすい環境
を整えるため、調査・研究していく。

○実施施設が少なく利用者にとっては不便な地
域もある。新規で事業を始める事業者は利用者
ニーズに沿った事業実施場所を模索していく。

○保育士不足により、通常保育以外の事業に保
育士を配置できる園が限られている。保育士確保
に向けて引き続き助成金等の給付を行っていく。

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課
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3

プラン記載
ページ P36

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あ
かちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。

■　事　業　概　要　■
〇子育て支援短期療育事業
・家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等においてあらかじめ登録し
た児童を保護者の申請により、ひと月あたり最長7日まで預かる。
・今年度の委託契約施設等は、「日本赤十字社茨城県支部乳児院」、「社会福祉法人同仁会　さくらの森乳児
院」、「社会福祉法人同仁会　つくば香風寮」、「社会福祉法人筑波会　愛児園」、「社会福祉法人窓愛園」、
「社会福祉法人茨城県道心園」の５法人６施設及び里親２世帯。
・利用料は、市民税課税の有無、母子家庭等の別、生活保護該当の有無で判定し、１日あたり０円から5,330円に
区分しています。

実績 実績に対する課題・改善方針
○事前登録者数：81人（令和４年４月１日時点）
  令和４年度新規登録者数：45人
  令和４年度延べ利用者数：７人
  令和４年度延べ利用日数：33日

○委託施設の受け入れ人数に限りがあるため、里
親家庭において児童を預かる「ショートステイ里
親」を実施し、受け入れ可能人数を増やしていき
ます。

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 １ 継続的・包括的な支援の充実

担 当 課 こども政策課 幼児保育課 こども未来課

- 15 -



4

プラン記載
ページ P37

■　事　業　内　容　■

関連するプラン

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

担 当 課 健康増進課 こども政策課

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイ
サービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談
（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

■　事　業　概　要　■
○退院直後に支援が必要な産婦に対し、産後ケア事業の利用を通じて、産婦の心身のケアや育児サポートをする
ことにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る。

○養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言を行うことによ
り、当該家庭の適切な養育を支援する。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

実績 実績に対する課題・改善方針
○産後ケア事業
①利用施設　　7施設
②利用者実人数　104人
　＜内訳＞
　通所個別　22人　短期入所　47人　通所集団　6人
　通所個別+短期入所　22人
　通所個別+通所集団　2人
　短期入所+通所集団　0人
　短期入所+通所個別＋通所集団　5人
③利用延日数　313日
　＜内訳＞
　通所個別　112日　短期入所　187日　通所集団　14日

○養育支援訪問事業　 289件

○妊娠9か月電話（該当者）　　1,342件

○昨年度より産後ケア事業の利用者は増加してい
る。利用希望者の増加に伴い、希望の日程でサー
ビスが提供できるよう、アウトリーチや新規委託
施設の検討を行う。

○妊娠9か月電話時には、セルフプランの内容を確
認して妊婦が望む妊娠生活や出産に向けた準備、
産後のイメージができるよう支援することができ
た。

○令和5年2月から伴走型相談支援の１つとして妊
娠8か月アンケートがスタートした。妊娠9か月電
話から妊娠8か月アンケートにスムーズに移行でき
るよう、支援体制を整える。
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4

プラン記載
ページ P37

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

■　事　業　概　要　■
〇ホームスタート事業（養育支援訪問事業）
　妊娠や子育てに不安を持つ家庭や生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、支援を必要とする家庭
に訪問し、寄り添いながら利用者の話を「傾聴」し、家事及び育児等を「協働」により行い問題の解消を図る。
（特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（つくば市手代木）による委託事業として実施）

実績 実績に対する課題・改善方針
○特定非営利活動法人 kosodateはぐはぐ（会員数及び利用
実績）
　・会員数 25人
　　　内訳：トラスティ（業務責任者 １人）
　　　　　：オーガナイザー（取りまとめ ３人）
　　　　　　※内１名はトラスティを兼ねる。
　　　　　：ホームビジター（訪問スタッフ 18人）
　　　　　：事務スタッフ（４人）
　・依頼件数 33件
　・延べ訪問回数 128回

●令和３年度の課題に対する取組
　前回の点検・評価において課題としていた、訪問回数の
減、及び事業の周知徹底については、委託事業者と連携し子
育て関連のイベントに出展し事業のＰＲを行った。また、庁
内他課と連携し、事業のパンフレットを母子手帳交付の際に
あわせて配布したり、あかちゃん訪問の際に必要に応じて配
布するなどするとともに、「つくっこ！すくすくアプリ」で
事業の配信を行った。

○令和４年度はホームスタート事業を、様々な方
法により周知し、それが依頼件数、延べ訪問回数
の増加につながったと考える。
今後は単に利用者を増やすだけではなく、必要に
応じて運用方法等を見直す等し、利用者、委託事
業者、市のいずれにとっても円滑に事業が活用で
きる制度のあり方を検討していく。

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイ
サービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談
（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 健康増進課 こども政策課
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5

プラン記載
ページ P37

実績 実績に対する課題・改善方針
（1）相談件数（延べ）
　　・訪問　　　　　959件　（昨年比　＋　373件）
　　・面談　　　　　591件　（昨年比　＋　128件）
　　・電話　　　　8,252件　（昨年比　＋　822件）
　　・その他　　　2,430件　（昨年比　＋　965件）
　　　　　　計　12,232件　（昨年比　＋2,288件）

　　　新規相談　　1,186件　（昨年比　＋　141件）
　　　（うち虐待　　323件）（昨年比　＋　　69件）

（2）相談内容内訳
　　育児不安　　　5,604件
　　発達障害等　　1,103件
　　虐待　　　　　3,809件
　　不登校　　　　1,159件
　　非行（家出等）　51件
　　その他　　　　　506件　　計　12,232件

○相談件数は毎年増加傾向で、また相談内容も多
様化、複雑化の傾向にある。継続して、専門職の
配置をし、また適時研修などにも参加し、職員の
専門職としての知識や能力の向上を図ることによ
り、様々な相談に対応できるようにしていく。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

○令和４年度までに全市町村で子ども家庭総合支援拠点を設置することが義務化され、つくば市では令和２年９
月１日に設置した。
人員配置基準（中規模型：児童人口概ね2.7万人以上7.2万人未満）
①子ども家庭支援員　常時３名（１名は非常勤可）
②心理担当支援員　　常時１名（非常勤可）
③虐待対応専門員　　常時２名（非常勤可）

つくば市の体制
社会福祉士２名、公認心理師２名、保健師１名、事務担当１名、家庭相談員５名

担 当 課 こども未来課

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支
援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を行います。それにより、すべての子どもとその
家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育
ての孤立化、養育困難等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

■　事　業　概　要　■

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実
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6

プラン記載
ページ P37

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支
援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達相談巡回
　公立保育所を対象に公認心理師が巡回訪問をし、保育所職員が発達について気になった子どもの様子を確認
し、保育所と子どもの関わり方等について助言・指導をしていく。

実績 実績に対する課題・改善方針
○令和４年度巡回施設数　　　　：23か所
　令和４年度相談対応のべ児童数：349人

○相談件数の増加、相談内容が複雑化しているこ
とから、今年度は公認心理師２名を配置し、多様
化する相談に対応した。民間保育園からも要望が
あり、令和５年度は民間保育園も対象に実施して
いく。

基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来課 障害福祉課
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6

プラン記載
ページ P37

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支
援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連携の強化を図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達の気になる子とその保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を実施し、適切な支援につながるように助言
等の支援を行う。（障害福祉課、子育て総合支援センター、保健センターで実施）

○児童発達支援センター設置に先立ち開設した、障害児相談支援事業で障害を持つ子に対する保護者からの相談
に応じ、関係機関等との調整を行う。

○児童発達支援センター設置に向けて保護者支援の充実を図るため、障害のある子の保護者に対してペアレント
トレーニングとペアレントメンターグループ相談会を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○発達相談　相談件数：395人（延べ人数）

○令和４年度から、ペアレントメンターグループ相談会を開
始した（年２回）。　参加人数：15人

○ペアレントトレーニングを２回実施した。
　参加人数：10人

○発達が気になる子やその保護者の相談件数は依
然多い状況が続いている。今後も関係各課・関係
機関と連携を図り、適切な支援につなげていく。
ペアレントトレーニングやペアレントメンターグ
ループ相談会などについては、必要な人に広く周
知し、保護者支援の事業を充実させていく。
　また、障害福祉サービス利用などの必要性に応
じて障害児相談支援事業の利用を促し、保護者が
関係機関との連携を図ることをサポートし、適切
な支援につながるようにしていく。

基本事業 ③児童発達支援センターとの連携

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅰ たしかな生命と元気を育む

基本方針 ２ 発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

担 当 課 こども未来課 障害福祉課
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7

プラン記載
ページ P39基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

○喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ご
との保育ニーズの特徴を詳細に把握しながら、各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備
を行います。

○利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行い
ます。

■　事　業　概　要　■
○保育を必要とするすべての子どもの入所希望に対応して、待機児童の解消を図るとともに、集団保育を通した
心身ともに健全な児童の育成を目指して保育体制の整備を推進する。

実績 実績に対する課題・改善方針
【目標値】
認可保育所、小規模保育事業整備による保育供給量の確保
328名分（２・３号定員）

【実績値】
○特定教育・保育施設、地域型保育事業による保育供給量の確保
395名分増加（２・３号定員）

＜内訳＞
認可保育所　　３施設創設（290名分）
小規模保育事業　　５施設創設（81名分）
定員変更・分園設立による増加　（24名分）

計　保育供給量　395名分の増加

○待機児童数については、保育施設の整備を積極
的に進めたことにより、令和４年４月１日時点の
３人に引き続き、令和５年４月１日時点も１人と
低い水準で推移している。

○国の待機児童の定義に含まれない潜在待機児童
数については100名を超えていることから、引き続
き保育の受け皿の確保を行っていく。

082202932
テキストボックス
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7

プラン記載
ページ P39

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ご
との保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設や地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の
整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行い
ます。

■　事　業　概　要　■
○公立幼稚園における、３歳児の受け入れの利用希望を勘案し、手代木幼稚園で令和４年度から実施し、また、
高崎・岩崎幼稚園を統合し、茎崎幼稚園として令和５年度から３歳児の受け入れの実施に向けて準備をしてい
く。

○各幼稚園の定員に対する入園者数等を踏まえ、幼稚園の統廃合を視野に入れた適正な幼稚園の配置を庁内で協
議をしていく。

実績 実績に対する課題・改善方針
○手代木南幼稚園で令和４年度から３歳児の受け入れを実施
した。

○高崎・岩崎幼稚園を統合し茎崎幼稚園として令和５年度か
ら３歳児の受け入れを実施するため、通園区域等の規則改正
や消耗品を購入するなど体制を整えた。

○３歳児の受け入れ人数を見直した。

○各幼稚園の定員に対する入園者数を注視した。

○幼稚園教諭の適正配置
○３歳児保育の成果の把握
○充足率の低い幼稚園の今後の方向性の検討

基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 学務課
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8

プラン記載
ページ P39

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保が
できるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
○保育人材の確保及び離職防止を図り、質の高い保育を安定的に提供するため、市内の私立保育所等に勤務する
常勤保育士等に対して月額３万円の処遇改善助成金を支給する。

○保育人材の確保及び定住促進を図るため、市内の私立保育所等に新たに勤務し、つくば市に転入した常勤保育
士等に対して家賃の２分の１（最大２万円／月）の就労促進助成金を支給する。

○ハローワークとの共同事業により、保育士人材確保のための支援を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○つくば市保育士等処遇改善助成金
令和２年度交付決定者　延べ769人（決算額249,330千円）
令和３年度交付決定者　延べ869人（決算額282,480千円）
令和４年度交付決定者　延べ942人（決算額302,670千円）

○つくば市保育士就労促進助成金
令和２年度交付決定者　延べ34人（決算額4,168千円）
令和３年度交付決定者　延べ29人（決算額4,225千円）
令和４年度交付決定者　延べ39人（決算額6,924千円）

○ハローワークとの共同事業
保育施設の見学ツアーを開催し、保育の仕事に興味のある求
職者３名が参加した。

○助成金事業により保育人材確保に一定の成果が
見られている。今後も新規施設の整備に伴う人材
確保が求められるため、保育士養成施設等を含め
た広報活動が引き続き必要と考えられる。

○ハローワークとの共同事業は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大状況を考慮しながら企画検討して
いく。

基本事業 ②保育人材の確保事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課
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8

プラン記載
ページ P39

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保が
できるような支援を行います。

■　事　業　概　要　■
○幼稚園教諭の人員確保及び適正配置

○保育を充実させるための外部人材の活用

実績 実績に対する課題・改善方針
○総務部人事課が実施する「必要となる専門職に関する調
査」により、新規採用職員の確保に努めた。

○健全な幼稚園運営と幼稚園教諭一人ひとりにとって働きや
すい職場環境となるよう、管理職の意見だけでなく、全ての
幼稚園職員と人事面談を実施し、適正な人員配置に努めた。

○年度途中の育児休業等による欠員補充のため、育休代替の
ための任期付職員の募集を行った。

○ほかの出先機関における管理員等の配置状況を調査し、関
係機関と協議を行い管理員の配置に努めた。（学務課）

○幼稚園職員の働き方改革を進めるうえで、職員
の増員が必要であるが、市の財政状況から、大幅
な増員が難しい。

○年度途中の職員欠員に対する人員の補填が難し
い。公募してもなかなか人材が集まらないという
課題はあるが、育休代替任期付職員の募集を必要
に応じて行っていくとともに、市独自の講師登録
制度の拡充についても検討を進める。

基本事業 ②保育人材の確保事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 １ 教育・保育の提供体制の整備

担 当 課 幼児保育課 教育総務課
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9

プラン記載
ページ P40

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指
針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園か
ら小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■

○保育の質の確保・向上を実現するため、一人ひとりの職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図りま
す。

○施設での体験教育・体験保育を実施するとともに、異年齢児交流・世代間交流事業を実施します。

○就学前における子どもの遊びと体験の充実を図ります。

○幼・保・小が連携を強化し、交流事業を行うことにより、小学校・義務教育学校への円滑な接続を図ります。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育士研修
　・子どもの非認知能力を向上させるための研修 130人

○交流事業
　・園庭開放
　・幼保小交流
　・保育所交流
　・支援センター交流
　・中高生との交流
　・地域の方との交流

○子どもの非認知能力の向上については教育の基
礎として位置づけられている分野であるため、引
き続き教育局と連携していくことが重要となる。

○新型コロナウイルス感染予防のためオンライン
や所内での研修を中心に行われたが、直接対面に
よる研修のニーズもあることから、感染拡大状況
を考慮しながら開催を検討していく。

○新型コロナウイルス感染拡大を背景に、直接対
面する交流事業は中止されることがあったが、今
後は感染拡大状況を考慮しながら開催を検討して
いく。

基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課
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9

プラン記載
ページ P40

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指
針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園か
ら小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

■　事　業　概　要　■
【幼児教育の指針・保幼小の連携について】

「つくば市教育大綱」や「つくば市教育指導方針」では、幼児教育において育成されてきた非認知能力の重要
性を再認識することや、「幼児期に育ってほしい10の姿」を幼小間で共有し、その上で連続性と一貫性のある教
育を実現することの必要性を重視している。
　また、これらを実現するために様々な施策を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○幼稚園訪問や小学校訪問時には、つくば市教育大綱やつく
ば市教育指導方針の方向性を広く周知するとともに、保育参
観・授業参観を行い、その方針に則った指導・助言を行って
いる。

また、幼小の接続カリキュラムの作成や実践を呼びかけ、
幼稚園ではアプローチカリキュラムを、小学校ではスタート
カリキュラムを作成している。

加えて、幼児と児童の交流活動や保育者と教員の交流を実
施している。

今年度は、県の幼児教育アドバイザーである筑波大学水野
智美准教授を講師に招き、対面とオンラインのハイブリッド
による幼保小の合同研修会を実施し、幼保小連携や接続の必
要性について理解を深めることができた。

○つくば市の方針や目指す方向性を幼稚園や学校
にさらに周知・浸透させることができるよう、機
会を捉えてより具体的な指導・助言を行い、主に
非認知能力の育成を図っていく必要がある。

また、これまで作成してきた接続カリキュラム
の見直しや改善を継続し、より幼児や児童の実態
や地域の実情、必要性に応じたものにしていくこ
とが求められる。

さらには、架け橋プログラムを意識した効果的
な交流の在り方を検討し、人的交流に加えて、保
育・指導内容を共有し合える仕組みを構築してい
くことを目指していく。

基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 学び推進課
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10

プラン記載
ページ P40

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
○子ども又は保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じて相
談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う。

○民間保育園等に補助金を交付するなどをして、特別な支援が必要な幼児の教育・保育施設での受入れ、職員配
置等の体制整備を図る。

○公立保育所において、公認心理師による発達相談巡回支援を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○保育コンシェルジュ実績
【相談件数】
　窓口　1,002件　、電話　312件
【主な相談内容】
・保育所等について
・一時預かり保育等について　等

○民間保育園障害児保育補助事業費補助金
令和４年度実績　　33園　　87,321千円

○公立保育所発達相談巡回
令和４年度実績
　上半期　23園　　　180人
　下半期　23園　　　169人

○より多様で、繊細な相談内容も増えており、そ
れらに対応できるよう更なる情報の収集や知識の
習得が必要である。

○加配保育士等の不足により、保育所受け入れを
保留せざるを得ないケースがある。
加配が必要と判断される児童の入所選考方法等に
ついて、調査・研究していく。

○令和５年度から、より加配職員の雇用状況に
沿った補助内容に改正した。

○令和５年度から民間保育園においても、巡回相
談を実施する。

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課
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10

プラン記載
ページ P40

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
※上記事業内容の下段の事業のみ該当（児童発達支援センターは未だ開所してないことから、関連する令和４年
度実績のみ記入）
〇特別な支援や配慮を必要としている幼児について、特別支援教育指導員が就学相談に応じるとともに学校見学
や体験学習にも同行し、安心して就学を迎え、適切な教育環境でそれぞれの力を伸ばせるよう支援する。併せ
て、公立幼稚園を巡回訪問し、随時、支援や配慮が必要な幼児の実態把握や指導助言を行う。

実績 実績に対する課題・改善方針
○未就学児（３歳児、４歳児、５歳児）の就学相談件数410
件、幼稚園・保育所等に出向いての幼児観察118件、学校見
学や体験学習の引率、学校等との打合せ・引継ぎ等168件、
公立幼稚園巡回相談及び発達検査87件を実施した。
複数回の相談や見学・体験、話合いなど、可能な限り同一の
指導員が対応し本人・保護者と共に就学を考えることで、納
得した就学先決定ができ、安心して入学を迎えることができ
た。
市ホームページに相談票を掲載し就学相談前に記入して持参
できるようにしたことにより、相談時間の確保につながっ
た。

【課題】
就学相談に関わった幼児については、就学に関す
る情報提供を受け、話合いをもつことで適切な就
学先の選択が可能になるが、心配を感じながらも
就学相談に関わらずに就学を迎えた場合は入学後
に困難さを抱えることもある。
　
【改善方針】
市内幼稚園・保育所・福祉支援センター等へのポ
スター配付や市ホームページでの周知を行い、就
学相談の内容やスケジュール等について広く周知
し、気軽に相談ができるよう支援する。入学後に
小学校を巡回し、困難さに対する具体的な助言を
行う。

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課
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10

プラン記載
ページ P40

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教
育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等に対して受入れ支
援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うととも
に、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられるように、児童発達支援センターとの連携を
図ります。

■　事　業　概　要　■
○発達の気になる子や保護者に対し、臨床心理士等が発達相談を通じて、子どもが保育所等の生活に適応できる
よう助言等の支援を行う。また、保護者の同意を得て、支援内容の助言等を保育所等と共有し、適切な利用がで
きるように支援する。

○児童発達支援センターの開設に先立ち、障害児相談支援事業を開始し、障害を持つ子に対する保育所等や障害
サービスの利用が円滑にできるよう相談に応じ、関係機関等との調整を行う。また、保育所等訪問支援事業で
は、発達が気になる子どもが保育所等で集団に適応できるような専門的な支援を保育所等に訪問して実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○発達相談　相談件数：395人（延べ人数）
　（基本目標Ⅰ-２③　実績の再掲）

○つくば市障害児相談支援事業所
　　計画相談件数（基本相談、継続相談含む）：94人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延べ人数）
○つくば市保育所等訪問支援事業所
　　訪問支援件数：49人（延べ人数）

○発達の気になる児童の保育所等の生活への適応
に関する相談は、保護者や保育所などの関係機関
からも寄せらている。関係各課・関係機関と連携
しながら、個々の児童の必要性に応じて障害児相
談支援や保育所等訪問支援につなぎ、保育所等に
おける適応を促す支援をしていく。また、保護者
の同意を得て、保育所等の関係機関に対して支援
方法の助言等も行っていく。

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅱ 楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

基本方針 ２ 子どもの豊かな育ちの促進

担 当 課 幼児保育課 特別支援教育推進室 障害福祉課
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11

プラン記載
ページ P42

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児
童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児童一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ
室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。ま
た、民設民営児童クラブの積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

■　事　業　概　要　■

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の
向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の適正配置を推進していきます。また、放課後児
童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきま
す。

○放課後に保育を受けることができない児童に対して、公営のみならず民間事業者が運営する児童クラブを活用
しながら、遊びを主とした生活の場・活動の場を提供する。

○つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加やライフスタイルの変化に伴う児童クラブニーズの高まり
により、待機児童や児童館内の飽和状態などの喫緊の諸課題が発生しているため、児童クラブ員の受入れ枠を拡
大する取組を進める。

○配慮が必要な児童への対応方法等について児童館職員向けに研修会を実施するとともに、民営児童クラブの指
導員の処遇改善を図るための補助事業を実施する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○待機児童や床面積要件超過の課題解決
・竹園東児童館及び今鹿島小学校児童クラブ敷地内の児童ク
ラブ、葛城小学校児童クラブ（かつらぎ交流館）について、
令和４年度から児童の受け入れを開始した。また、香取台小
学校及び研究学園小学校敷地内に児童クラブの整備を行っ
た。
・みどりの学園義務教育学校の多目的室を新規に借用するこ
とで、みどりの学園児童クラブの定員拡充を図った。

○民設民営児童クラブの積極的な誘致
・国の補助金を活用し、３つの民間事業者の児童クラブ室整
備を実施した。

○放課後児童支援員の雇用確保策
・公営児童クラブにおいては、近隣の大学や専門学校の学生
をターゲットとし、大学等に訪問し募集情報の掲示やちらし
の設置を依頼した。

・民営児童クラブにおいては、支援員の処遇改善を支援し
た。具体的には、既存のキャリアアップ補助金、処遇改善補
助金に加え、令和４年度に「放課後児童支援員月額賃金改善
補助金」を新設した。

○つくばエクスプレス沿線の小学校については、
児童クラブの需要が急速に増大しており、引き続
き①児童クラブ室の整備、②小学校の余裕教室等
の活用、③民設民営児童クラブの積極的な誘致を
進めていく必要がある。

○公営、民営児童クラブともに放課後児童支援員
確保が充分にできていない状況が続いている。
そのため、公営児童クラブにおいては、広報紙、
ホームページ等を活用するとともに、「つくス
マ」アプリや、近隣大学生等をターゲットとした
周知活動を継続していく。
合わせて、民営児童クラブにおいては、処遇改善
関連補助事業を継続して実施する。

基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども育成課
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担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

■　事　業　概　要　■
○市内小学校及び義務教育学校等において、余裕教室等を利用し、全児童対象に放課後子供教室を開催する。地
域住民の参画を得て、様々な体験活動や交流活動等を行い、豊かな遊びと学びの機会を提供する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○地域人材の掘り起こし
こども未来課主催の「ボランティア登録説明会」で、市が実
施する放課後子供教室の取組を紹介したことから、新規の教
育活動推進員や教育活動サポーターを増やすことができた。

【地域ボランティア協力者数】
・コーディネーター 　　 14人（令和３年度　 15人）
・教育活動推進員　　 　859人（令和３年度　549人）
・教育活動サポーター 1,066人(令和３年度　727人)
　 　　　　　  合計　1,939人

○放課後子供教室の実施について
市内小学校及び義務教育学校の余裕教室や体育館等を利用し
た放課後子供教室のほか、児童クラブ施設内に専用スペース
（交流ひろば）を設け、「一体型」放課後児童教室の定期的
な実施体制を整備してきた。
　これまで、平成30年度に秀峰筑波児童クラブ施設の２階で
「秀峰交流ひろば」を開設し、現在は週５日開室するととも
に、令和元年度には学園の森児童クラブ及びみどりの学園児
童クラブ施設の各新館の１階に「学園の森交流ひろば」及び
「みどりの交流ひろば」を開設し、令和３年度までは週３
日、令和４年度からは、週４日開室しており、交流ひろばに
おける放課後子供教室の実施回数を年々増やしてきた。
　なお、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策を
徹底し、子どもたちが安全かつ安心して参加ができるプログ
ラムと場を職員とボランティアが協力して提供した。

【参加児童数（延べ）】
・16,599人　（令和３年度　10,707人）

○一部の学校では、余裕教室等がない、または、
余裕教室等があっても、新型コロナウイルス感染
症対策（三密の回避）をとることができない広さ
の教室であった等の理由から、事業を実施するこ
とができなかった。

そのため、令和５年度は、新型コロナウイルス感
染症対策は、「個人・事業者の判断が基本」とな
ることから、教育局と連携を強化し、学校施設を
活用した放課後子供教室の実施が可能となるよう
学校側に働きかけを行っていく。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があ
り、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを実施するとともに、開催回数を増やしていきま
す。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ②放課後子供教室推進事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもた
ちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国際性、自然環境等の当市の特性をいかして、研
究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活
動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よって、計画期間内においては、放課後子供教室の専
門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備
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担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学
習支援や安心できる居場所の提供を行います。

■　事　業　概　要　■
○支援団体との協働による「つくばこどもの青い羽根学習会」の実施（学習支援＋居場所支援）
(1)学習支援
　勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し、受験のための進学支援等を利用者個々人の状況に応じて指導すると
ともに、ひとりで学習できる力を身につけられるようにする。
(2)居場所支援
　利用者が安心して通える場所として、社会性や自己肯定感を持つための支援を行い、将来への関心や生きる力
をつけられるようにする。

実績 実績に対する課題・改善方針
○つくばこどもの青い羽根学習会
・学習支援拠点数：16か所
・利用登録者数：341人（R5.3月末時点）
　10事業者との協働事業として、それぞれ特色のある教
室を提供できており、利用者が利便性や特色に合わせて教室
を選択できるようになった。各教室へのアンケートで、テス
トの点数が上がった、授業がわかるようになった、勉強習慣
が付いてきたという回答が多数みられた。不登校の生徒が学
習の遅れを取り戻して高校に合格し、進学後も継続利用して
いる事例もある。

○つくばこどもの青い羽根学習会
　青い羽根学習会への支援対象者である小中学生
は市内に約1,300名いるが、支援につながっている
児童生徒は約340名と一部であることから、今後も
新たな拠点を設置するとともに、案内通知やアウ
トリーチを強化し参加人数を増やしていく。

基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 １ 特色をいかした放課後等の居場所の整備

担 当 課 こども未来課
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実績 実績に対する課題・改善方針
○児童館機能の充実
・竹園東児童館の敷地内に建設した児童クラブ室の利用を開
始した。

○放課後子供教室の実施回数
令和４年度　491回（前年度比165回の増）
内訳
・市内小学校及び義務教育学校　101回
・秀峰交流ひろば　　　　　　　120回
・学園の森交流ひろば　　　　　134回
・みどりの交流ひろば　　　　　136回

○交流ひろばにおける放課後子供教室の定期開催
令和３年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策をしな
がら、「秀峰交流ひろば」は週５回、「学園の森交流ひろ
ば」・「みどりの交流ひろば」は週４回の定期開催を行い、
うち「秀峰交流ひろば」は週２回、「学園の森交流ひろ
ば」・「みどりの交流ひろば」は週１回の学習支援を実施し
た。
なお、令和４年度から「学園の森交流ひろば」・「みどりの
交流ひろば」の実施回数は、利用児童数の増加に伴い、令和
３年度までの週３回から、週４回に増やしている。

○令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響で、小学校等の体育館や余裕教室を利用した学
校開催の放課後子供教室の実施回数が当初の見込
みより減少した。

そのため、これまで児童クラブ員を含めた子ども
たちが放課後子供教室へ主体的に参加できるよう
な体制をこども部、教育局及び学校の間で整えて
きたところだが、今後も三者間で情報共有や意見
交換等を図り、放課後児童クラブ及び放課後子供
教室の一体的な実施を推進し、実施回数を増加さ
せていく。

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業シー
ト作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してください。）

○教育局や学校と連携し、利用ニーズに応じて放課後子供教室の開催数を増やし、放課後の居場所づくりを推
進していく。

○多様な体験活動を行えるよう、児童館における行事等の充実や特色ある放課後子供教室を開催していく。

○新設予定の小学校については、平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑
波）で実施する放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催をモデルとして、放課後の居場所づくり
に努めていく。

担 当 課 こども育成課

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体
となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るとともに、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づく
りを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放
課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施することで、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプ
ランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子供教室で実施す
る魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をよ
り一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催数の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体
的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ
専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教室の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプ
レス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所づくりに努めて
いきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募
るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こしや育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指しま
す。

■　事　業　概　要　■

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実
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担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
○公営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、学校から当該児童の日々の学校生活における意見
書を提出していただき情報の把握に努め、状況に応じて加配の放課後指導員を配置する。

○民営児童クラブでは、障がいのある児童の受入れのために、加配の放課後指導員を配置した場合に、運営委託
料に加算をして人件費の補助を行う。（国庫補助事業の活用）。

実績 実績に対する課題・改善方針
○公営児童クラブ
　障がいのある児童の受入れについて、学校長の意見書や保
護者を通じた医師の診断書等の提出により児童の情報把握を
するとともに、各児童館・児童クラブにおいて、予算の範囲
内で加配の職員を配置することができた。

○民営児童クラブ
　障がいのある児童を受け入れるために、加配の放課後指導
員を配置し、委託料を加算した児童クラブは、38クラブあっ
た。（前年度比13クラブの増）

○放課後児童支援員の募集
　近隣の大学や専門学校を直接訪問し、学生へ向けた公営児
童クラブ放課後児童支援員募集情報の掲示やちらしの設置を
依頼した。

○障害のある児童を受け入れるために、加配の放
課後指導員が必要となった場合に、職員の募集を
しても、すぐには見つからない状況である。
そのため、令和４年度は近隣の大学に加え、初め
て市内の専門学校にも直接訪問し、学生に対して
募集情報の周知を行ったことから、令和５年度も
近隣の大学や専門学校への募集活動を継続する。
合わせて、募集の方法や指導員の処遇改善を研
究・検討していく必要がある。

基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課
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プラン記載
ページ P44

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ
い。）

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体
的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。そのために学校や専門性を有する関係機関と連携
を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

■　事　業　概　要　■
○障害のある児童に対して、放課後等デイサービス等を支給決定することで、授業の終了後や学校の休業日に、
生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を支援する。

実績 実績に対する課題・改善方針
○放課後等デイサービス　支給決定者数791人
○障害児相談支援　支給決定者数335人

○放課後等デイサービスの利用者数が増加傾向に
あるが、サービス利用者の数と比較すると、障害
児相談支援の利用者が少ない。
　個々の利用者に適したサービスを提供するた
め、相談支援の必要性について理解を求め、利用
を推進していく。

基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

担 当 課 こども育成課 障害福祉課
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プラン記載
ページ P44

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン基本事業シート

基本目標 Ⅲ 主体的にして広く豊かな経験を育む

基本方針 ２ 子どもが主体的に活動するための支援の充実

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に
安心して過ごせる環境を整備します。

担 当 課 公園・施設課

基本事業 ③遊びの機会と場の充実

関連するプラン

■　事　業　内　容　■

担当課 自由記述欄（※子ども・子育て会議での協議に必要と思われる事項があれば記載してください。また、担当課として本事業
シート作成の際に根拠とした資料等があり、子ども・子育て会議の協議に必要と思われる資料がある場合は、別途資料を提出してくださ

い。）

・現在のプレイパーク団体が必要となる、プレイパーク場の整備（提供）については、ある程度終了していま
す。
　他課の事業とはなりますが、今後、ハード面（整備・場所の提供）だけではなく、ソフト面（プレイリーダー
育成など）の充実が必要になると考えます。

■　事　業　概　要　■
○プレイパーク場の機会、場所の提供
・流星台プレイパーク：つくば市流星台59番地
・中央公園：つくば市吾妻二丁目７番地５
・研究学園駅前公園：つくば市学園南二丁目１番地

実績 実績に対する課題・改善方針
・流星台プレイパーク：４団体（年間2,790人）
　プレイパーク場維持管理等の実施
　【除草、材料の提供】
・中央公園：１団体（毎月30人程度）11回実施
・研究学園駅前公園：１団体（毎月30人程度）12回実施

○プレイパーク参加団体からの報告により、施設
に対する要望などを確認した。
今後、プレイパークの関心を高められるよう、プ
レイパークに関する周知活動を実施する。
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本事業 ①出産施設開設支援事業

- 37 -
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2

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ②子育て世代包括支援事業
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 １継続的・包括的な支援の充実

基本事業 ③子育てしやすい環境整備事業
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4

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ①産前・産後のサポート/ケア事業
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5

Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ②子ども家庭総合支援拠点事業
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Ⅰ確かな生命と元気を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　妊娠期・出産期・子育て期のそれぞれの時期に対応した切れ目のない支援、地域や子育て親子
同士による支え合いの支援など、子どもの成長・発達を視野に社会が一体となって子どもを育て
る機運を盛り上げ、包括的な子育て環境の充実を図ります。

基本方針 ２発達や養育に悩みを抱える家庭への支援の充実

基本事業 ③児童発達支援センターとの連携
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本事業 ①教育・保育ニーズにあわせた教育・保育体制の整備事業
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 １教育・保育の提供体制の整備

基本事業 ②保育人材の確保事業
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ①幼児教育及び保育の推進事業
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Ⅱ楽しく着実に育ち学ぶ力を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　利用希望に対応しつつ幼児教育・保育の場を確保するとともに、つくば保育の質ガイドライン
等を活用しながら場の整備を行い、「量の拡充」「質の向上」の両輪で幼児教育・保育の環境の
充実を図ります。

基本方針 ２子どもの豊かな育ちの促進

基本事業 ②特別な配慮を必要とする子どもの支援事業
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本事業 ①放課後児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ②放課後子供教室推進事業
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 １特色をいかした放課後等の居場所の整備

基本事業 ③子どもの居場所・学習支援事業
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ①新・放課後子ども総合プラン運営事業
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ②特別な配慮を必要とする児童の支援事業
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Ⅲ主体的にして広く豊かな経験を育む

【目標】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【グループ】

■子ども・子育て会議の評価（意見）【追加・修正】

令和４年度　つくば市子ども・子育て支援プラン点検・評価シート

基本目標　

　市民の協力を得ながら当市の特色を生かした多様な体験・交流活動を用意するなどして、学校
だけでなく地域において、また、放課後や長期休業時において、子どもたちが安全・安心に過ご
せると同時に主体的に活動できる環境の充実を図ります。

基本方針 ２子どもが主体的に活動するための支援の充実

基本事業 ③遊びの機会と場の充実
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目標 方針 事業
事業番
号

質問・意見 内容 回答 担当課 委員名

① 1 意見

令和4年度あかちゃん訪問時アンケートで、52人と減少
したと記載されていますが、全体の人数が異なってく
ると思うので、比較する場合％で明記した方が分かり
やすいのではないかと思います。

(参考)
「％」で明記することは可能です。（令和４年度
8.3％）

健康増進課

② 2 質問

妊娠9カ月の電話相談の内容は差し支えなければ、どの
ようなものがあるのか教えてください。

陣痛時の交通手段や出産準備、産後の支援サービスに
ついての相談が多いです。

健康増進課

③ 3 意見

一時預かり、つくば子育てサポートサービスの利用が
増えていてサービスをより充実させていくとのことで
すが、それと併せて子育て支援拠点や保健センターな
どの利用や相談を促すことも大切なのではないかと思
います。人と繋がることで、そういったサービスを利
用しなくても大丈夫な人も増えるのではないかと思う
ので。

(参考)
・健康増進課
母子健康手帳交付時の面談や妊娠８か月アンケート、
あかちゃん訪問での面談等で引き続きご案内していき
ます。
・こども政策課
地域子育て支援拠点について、引き続き積極的に周知
活動を行っていきます。

健康増進課
こども政策課

2 ③ 6 質問

発達相談巡回が保育所だけのようですが、認定こども
園や幼稚園からは要望はないのでしょうか。

　私立保育園から巡回相談実施の要望があったことか
ら、令和５年度から公立保育所に加え、一部の私立保
育園及び認定こども園も対象とした巡回相談を開始し
ました。
　私立幼稚園から巡回相談の要望はありませんが、現
在、公立幼稚園を対象とした巡回相談を特別支援教育
推進室で実施しています。
　令和５年度の実施状況を踏まえ、来年度以降の巡回
相談の在り方について検討したいと考えています。

こども未来課

1

Ⅰ

【基本事業】第２期つくば市子ども・子育て支援プラン（令和４年度実績）に係る質問・意見一覧

鈴木　朱里

協議１-５

1/1
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事業
番号

事業 重点項目
基本
目標

プラン記
載ページ

担当課① 担当課② 担当課③

(1)教育・保育の見込量と
確保方策
（全体）

Ⅱ P50、51 幼児保育課 - -

(2)①教育・保育の見込量
と確保方策
（北部エリア）

Ⅱ P52 幼児保育課 - -

(2)②教育・保育の見込量
と確保方策
（中央部エリア）

Ⅱ P53 幼児保育課 - -

(2)③教育・保育の見込量
と確保方策
（南部エリア）

Ⅱ P54 幼児保育課 - -

①利用者支援事業 Ⅰ P55 こども政策課 幼児保育課 健康増進課

②地域子育て支援拠点
事業 Ⅰ P55 こども政策課 - -

③一時預かり事業
（幼稚園型、幼稚園型以
外）

Ⅰ P56 幼児保育課 こども政策課 -

④病児保育事業 Ⅰ P57 幼児保育課 - -

⑤子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）

Ⅰ P57 こども政策課 - -

⑥子育て短期支援事業 Ⅰ P58 こども未来課 - -

⑦乳児家庭全戸訪問事業 Ⅰ P58 健康増進課 - -

⑧妊婦健康診査事業 Ⅰ P59 健康増進課 - -

⑨養育支援訪問事業及び
要保護児童等支援事業 Ⅰ P59 健康増進課 こども未来課 こども政策課

⑩時間外保育事業（延長
保育事業） Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑪実費徴収に係る補足給
付を行う事業 Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑫多様な主体が本制度に
参入することを促進する
ための事業

Ⅱ P60 幼児保育課 - -

⑬放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ） Ⅲ P61 こども育成課 - -

⑭放課後子供教室 Ⅲ P62 こども育成課 - -

①子育てのための施設等
利用給付について Ⅱ P63 幼児保育課 - -

②茨城県との連携につい
て Ⅱ P63 幼児保育課 - -

5

子育てのための
施設等利用給付
の円滑な実施の

確保

3
教育・保育の見
込量と確保方策

4

地域子ども子育
て支援事業音見
込み量と確保方

策

事業担当課一覧（重点項目）
協議１-６
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重点項目評価表（評価の基準）

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

赤字：令和４年度実績の点検・評価から見直しした箇所

※担当課による評価を達成率の数値以外で行っている場合は、（ ）書きで評
価に使用する数値を併記した上で、自由記述欄に達成率の数値以外で評価を
行った理由を記載しています。
※参考として、達成率が100％を超えている場合は、担当課による評価に
［Ａ+］を併記しています。

大幅に遅れが生じている 50%未満

進捗度（数値上の目安※（実際の確保数値/目標確保数値）
計画通り又は
計画に先行して進んでいる

100％以上

おおむね計画通り 80％-100％未満

遅れが生じている 50%-80%未満
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重点項目評価表（評価一覧）
事業
番号

事業 重点項目

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
A［Ａ+］

左記以外 A［Ａ+］

０歳児 A［Ａ+］

１・２歳児 A［Ａ+］

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
-

左記以外 B

０歳児 A

１・２歳児 B

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
B

左記以外 A［Ａ+］

０歳児 A［Ａ+］

１・２歳児 A［Ａ+］

１号認定 A［Ａ+］
幼児期の学校教育の

利用希望が強い
A［Ａ+］

左記以外 A

０歳児 A

１・２歳児 A

A

A

A［Ａ+］

A［Ａ+］

在園児対象型 B

施設数 C

全体 A［Ａ+］

うち一時預かり A［Ａ+］

施設数 A［Ａ+］

A［Ａ+］

A［Ａ+］

B

B

B

うち就学後

提供会員数

4

地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と
確保方策

①利用者支援事業
基本型・特定型

母子保健型

②地域子育て支援拠点事業
施設数

出張ひろば数

③一時預かり事業

幼稚園型

幼稚園型以外

④病児保育事業
病児対応型

施設数

⑤子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）

全体

担当課の評価

3
教育・保育の
見込量と確保

方策

(1)教育保育の見込量
（全体）

２号認定

３号認定

(2)①教育保育の見込量
（北部エリア）

２号認定

３号認定

(2)②教育保育の見込量
（中央部エリア）

２号認定

３号認定

(2)③教育保育の見込量
（南部エリア）

２号認定

３号認定
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事業
番号

事業 重点項目 担当課の評価

C

A

⑦乳児家庭全戸訪問事業 B

⑧妊婦健康診査事業 B
⑨養育支援訪問事業及び
  要保護児童等支援事業

A［Ａ+］
⑩時間外保育事業
 （延長保育事業）

A［Ａ+］

A

A

⑫多様な主体が本制度に参入す
  ることを促進するための事業

A

B

B
放課後子供教室の

イベント開催
イベント実施回数 C

学校数 A

イベント実施回数 A
①子育てのための施設等利用給
  付について

②茨城県との連携について

⑭放課後子供教室
放課後子供教室の
定期開催実施校

5
子育てのための施
設等利用給付の円
滑な実施の確保

4

地域子ども子
育て支援事業
の見込み量と
確保方策

⑥子育て短期支援事業
確保人数

施設数

延べ回数

⑬放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

新たに開設する公設児童クラブの箇所数

新たに開設する公設児童クラブのクラブ数

新たに開設する民間児童クラブのクラブ数

⑪実費徴収に係る補足給付を
  行う事業

物品購入費等

副食費
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担当課：幼児保育課

１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

2,441 1,330 1,037 3,876 0 4,441 573 2,669 772 2,852

特定教育・保育施設 3,661 3,163 86% 410 4,383 430 4,532 105% 103% 790 2,526 847 2,623 107% 104%

確認を受けない幼稚園 1,370 1,370 100% 40 40 0 100% 0 0

特定地域型保育事業 0 0 0 59 201 85 334 144% 166%

企業主導型保育施設の地域枠 0 78 0 94 121% 36 87 37 102 103% 117%

5,031 4,533
90%

※2(341%)
A［A+］ 450 4,461 470 4,626 104% 104% A［A+］ A［A+］ 885 2,814 969 3,059 109% 109% A［A+］ A［A+］

2,590 3,203 -587 585 470 185 312 145 197 207

３(１) 教育・保育の見込量と確保方策（全体）（プランP.50）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

（単位：人）

区 分

①量の見込み

②

確

保

方

策

令
和
４
年
度

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

３号認定

評価達成率実際の量プラン記載値

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

実際の量 達成率 評価

２号認定

プラン記載値

※1

※3

※4
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

169 52 122 307 364 14 203 44 197

特定教育・保育施設 280 240 86% 563 548 97% 36 204 36 196 100% 96%

確認を受けない幼稚園 420 420 100%

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

700 660
94％

※3(1,269％)
A［A+］ 0 563 0 548 97% B 36 204 36 196 100% 96% A B

531 608 -122 256 0 184 22 1 -8 -1

担当課：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）① 教育・保育の見込量と確保方策（北部エリア）（プランP.52）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

達成率 評価

達成率

実際の量

３号認定

プラン記載値
プラン記
載値

実際の量

令
和
４
年
度

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　１号認定の「確認を受けない幼稚園」について、いなほ幼稚園（前野・定
員420名）は北部に位置するが、計画と合わせて中央部に計上した。
※2　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※3　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確
保見込量（実際の量）で評価する。
※4　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。

１号認定 ２号認定

プラン記載値 実際の量 達成率 評価

評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計

過不足（③－①）

※2

※1※1

※4
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

2,152 1,216 851 3,344 3,851 545 2,319 703 2,540

特定教育・保育施設 2,611 2,437 93% 320 3,653 300 3,817 94% 104% 713 2,190 770 2,295 108% 105%

確認を受けない幼稚園 950 950 100% 40 40 100%

特定地域型保育事業 59 201 85 334 144% 166%

企業主導型保育施設の地域枠 78 94 121% 36 87 37 102 103% 117%

3,561 3,387
95％

※2(279％)
A［A+］ 360 3,731 340 3,911 94% 105% B A［A+］ 808 2,478 892 2,731 110% 110% A［A+］ A［A+］

1,409 2,171 -491 387 340 60 263 159 189 191

プラン記載値 実際の量

担当：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）② 教育・保育の見込量と確保方策（中央部エリア）（プランP.53）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

達成率 評価

２号認定

令
和
４
年
度

実際の量 達成率 評価プラン記載値

３号認定

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計

過不足（③－①）

※1

※3

※4
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１号・・・幼稚園・認定こども園　３～５歳
２号・・・保育所（園）・認定こども園　３～５歳
３号・・・保育所（園）等　０～２歳

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外
幼児期の学校
教育の利用希
望が強い

左記以外 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児 ０歳児 １・２歳児

120 62 64 225 226 14 147 25 115

特定教育・保育施設 770 486 63% 90 167 130 167 144% 100%  41 132 41 132 100% 100%

確認を受けない幼稚園

特定地域型保育事業

企業主導型保育施設の地域枠

770 486
63％

※2(784％)
A［A+］ 90 167 130 167 144% 100% A［A+］ A 41 132 41 132 100% 100% A A

650 424 26 -58 130 -59 27 -15 16 17

担当：幼児保育課

（単位：人）

区 分

３（２）③ 教育・保育の見込量と確保方策（南部エリア）（プランP.54）
　エリアごとの人口の見込みとニーズ調査から算出した教育・保育の見込量を勘案して、教育・保育施設の新設や定員増を基本とした確保量の拡充を図ります。

実際の量 達成率 評価

３号認定

令
和
４
年
度

プラン記載値 実際の量 達成率 評価

２号認定

プラン記載値

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※1　環境を整備すれば保育室として使用可能な教室を含めた数値
※2　１号認定については、①量の見込み（実際の量）を③確保見込量（実際の
量）が大きく上回っていることから、①量の見込み（実際の量）に対する③確保
見込量（実際の量）で評価する。
※3　２号認定のうち、量の見込み（実際の量）の「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」について、保育所申込等から算出はできないため、左記以外のみ記
載。
※4　２号認定のうち、確保方策（実際の量）については、認定こども園（幼保
連携型及び幼稚園型）分の２号定員分を「幼児期の学校教育の利用希望が強い」
の確保方策として記載。

１号認定

プラン
記載値

実際の量 達成率 評価

①量の見込み

②

確

保

方

策

③確保見込量（②の合計）

過不足（③－①）

※1

※3

※4
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担当課：幼児保育課・健康増進課・こども政策課
４① 利用者支援事業

令和４年度評価

①量の見込み ②確保方策 ③実際の確保量 評価

基本型・特定型 2 2 2 A

母子保健型 4 4 4 A

担当

　子どもやその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必
要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

健康増進課・・・母子保健型

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：か所）

達成率（③/②）

100%

100%

こども政策課・・・基本型
幼児保育課・・・特定型

- 63 -



担当課：こども政策課
４② 地域子育て支援拠点事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

施設数 9

出張ひろば数 6

施設数 10

出張ひろば数 7

施設数 111% A［A+］

出張ひろば数 117% A［A+］

参考

施設数・・・地域子育て支援拠点数

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事
業です。

達成率（③/②）

出張ひろば数・・・
　北条保育所（子育て総合支援センター）
　茎崎交流センター（子育て総合支援センター）
　春日交流センター（子育て総合支援センター、なないろくらぶ）
　大穂交流センター（チェリークラブ）
　二の宮交流センター（かつらぎクラブ、おひさまクラブ）
　市民ホールやたべ（おとなり、すぎのこクラブ）
　BiViつくば（花畑ひろば、こどもの森広場）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

206,961 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

65,085 ③実際の確保量
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担当課：幼児保育課、こども政策課 
４③ 一時預かり事業
令和４年度評価

幼稚園型 （単位：人）
評価

在園児対象型 6,240

施設数 2

在園児対象型 5,548

施設数 1

在園児対象型 89% B

施設数 50% C

幼稚園型以外

評価

全体 44,373

うち一時預かり 41,760

施設数 29

全体 63,130

うち一時預かり 60,840

施設数 40

全体 142% A［A+］

うち一時預かり 146% A［A+］

施設数 138% A［A+］

担当

「幼稚園型以外」の③実際の確保量のカウント方法

【幼稚園型】
　１号認定者を対象とする幼稚園や認定こども園において、保護者の希望に応じて、主に教育時間後や土曜・日曜、長期休業期
間中に、幼稚園において教育活動を行う事業です。

【幼稚園型以外】
　日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、保護者が家庭での保育が困難となった乳幼児を一時的に預かる事業です。

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

4,217 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

3,576 ③実際の確保量

達成率
（③/②）

こども政策課
子育て総合支援センターで実施している一時預かり事業の確保人数（ア）
つくば子育てサポートサービスで就学前児童を対象とした確保人数（イ）
幼児保育課　…それ以外の確保人数（ウ）及び施設数（エ）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

全体…（ア）＋（イ）＋（ウ）　2,046（人）＋2,290（人）＋58,794（人）＝63,130（人）
一時預かり…（ア）＋（ウ）　2,046（人）＋58,794（人）＝60,840（人）
施設数…（エ）＋２（子育て総合支援センターとつくば子育てサポートサービス）＝40（施設）

達成率（③/②）

（単位：人、か所）

区分

①量の見込み
（年間利用人数）

46,068 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

21,992 ③実際の確保量
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担当課：幼児保育課
４④ 病児保育事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

病児対応型 2,880

施設数 4

病児対応型 5,358

施設数 6

病児対応型 186% A［A+］

施設数 150% A［A+］

　乳幼児等が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保
育を実施する事業です。

達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

1,742 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

866 ③実際の確保量
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担当課：こども政策課

４⑤ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

令和４年度評価 （単位：人）
評価

全体 3,920(2,627)

うち就学後 1,307（337）

提供会員数 245

全体 2,622

うち就学後 332

提供会員数 213

全体 67%(99%) B

うち就学後 34%(99%) B

提供会員数 87% B

参考

　乳幼児や小学生等の子どもを有する子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援助を受けることを希望する者
と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

達成率（③/②）

・就学前の子どもを持つ利用者に対する活動は全て乳幼児の一時預かりとみなして、③一時預かり事業の【幼稚園型以外】の
「全体」の項目に計上するため、本項目の実績は就学後で評価する。
・協力会員171人、利用・協力会員（自身でもサービスを利用し協力会員でもある者）42人の合算値213人を提供会員数とし
て計上した。

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※③実際の確保量内の「全体」と「うち就学後」について、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用者数は伸びていない
が、事業の実施体制は整備しており、実際に申込をされた方についてはほとんど全員（※2）に対してサービスを提供してい
ることからＢ評価とした。（※2）時間外の保育など利用者のニーズに対応できない場合がある等の理由から、サービス提供
に至らないケースもある。

（単位：人）
区分

①量の見込み
（就学後）

1,271 ②確保方策

❶実際の量
（就学後）

332 ③実際の確保量
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担当課：こども未来課

４⑥ 子育て短期支援事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

確保人数
（※延べ利用日数 単位：日）

153（112）

施設数 6

確保人数
（※延べ利用日数 単位：日）

67

施設数 6

確保人数 60% C

施設数 100% A
達成率（③/②）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
令和4年度は、112日の利用希望がありましたが、45日が希望日に事業所の空きがなく、22日が事業所でコロナが発生したことにより、利用
ができず、12日が利用者都合（発熱等）でキャンセルとなり、年間で33日の利用となりました。事業所でコロナ発生のため、利用不可と
なった22日と利用者都合でキャンセルとなった12日と実際の利用33日との合計67日は本来ならば利用可能であった日数となります。事業を
委託している近隣の児童養護施設には限りがあり、確保方策人数に限界がありますので、一時預かりサービスを案内したり、必要に応じて
児童相談所へ依頼し、一時保護してもらうなど児童の養育先の確保を行っております。契約している６施設も定員超過で受け入れが困難で
ある場合も多いため、令和4年12月からは市内の里親2世帯と委託し、今後、里親家庭において児童を預かる「ショートステイ里親」を実施
し、受け入れ可能人数を増やしていきます。
また、新型コロナウイルスの影響により利用前にPCR検査を求められ、それが利用のハードルとなっていたことから、令和４年１月から、
PCR検査にかかる費用の助成を始め、令和3年度よりは利用日数が増えました。

（単位：人、か所）
区分

①量の見込み
（年間利用人数）

（※延べ利用日数 単位：日）
203 ②確保方策

❶実際の量
（年間利用人数）

（※延べ利用日数 単位：日）
33 ③実際の確保量
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担当課：健康増進課

４⑦ 乳児家庭全戸訪問事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

　保健師がおおむね生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾
聴・相談、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握等を行う事業です。

❶実際の量
（年間利用人数）

2,293 ③実際の確保量 2,293

区分

①量の見込み
（出生見込数）

2,169 ②確保方策
2,169

（2,372）

達成率（③/②）
106％

（97％）
B

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※②確保方策（2,169人）に対する③実際の確保量（2,293人）としては、106％だが、令和4年度の実際の乳児家庭全戸訪問対
象者数2,372人に対しての③実際の確保量は97％となる。
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担当課：健康増進課

４⑧ 妊婦健康診査事業

令和４年度評価 （単位：人、回）
評価

2,213

30,982 ②確保方策 延べ回数 30,982

2,211 ③実際の確保量 延べ検診回数 25,771

参考

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対して、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠
期間中の適時に必要に応じて医学的検査を実施する事業です。

（単位：回）
区分

①量の見込み
（延べ人数）

①量の見込み
（延べ回数）

❶実際の量
（延べ人数）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
・妊娠の経過により、妊婦全員が妊婦健康診査を14回受診するわけではないが、実際に必要な回数の健診を受診している。
・①量の見込み（延べ人数）は、翌年度の⑦乳児家庭全戸訪問事業の見込み数とリンクしていることから、実人数で計上している。
・❶実際の量（延べ人数）は、妊婦健康診査の第1回目（14回の中で受診者が1番多い）を計上した。

❶実際の量
（延べ回数）

25,771 達成率（③/②） 延べ回数 83% B
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担当課：健康増進課、こども未来課、こども政策課

４⑨ 養育支援訪問事業及び要保護児童等支援事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

（単位：回）

担当

【養育支援訪問事業】
　養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行
うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。
【要保護児童等支援事業】
　要支援児童・要保護児童等を支援するために、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット
ワーク）の取組を行う事業です。

❶実際の量
（延べ訪問回数）

289 ③実際の確保量 289

区分

①量の見込み
（延べ訪問回数）

260
②確保方策

（延べ訪問人数）
260

健康増進課…❶実際の量、③実際の確保量欄
こども未来課…要保護児童対策地域協議会開催数欄
こども政策課…ホームスタート事業実績

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
計画策定時と比べて、精神疾患既往のある妊婦や精神的に不安定な産婦が増加しており、②確保方策260人より多く実施して
いる。

達成率（③/②） 111% A［A+］

ホームスタート事業実績（令和４年度） 要保護児童対策地域協
議会開催数
（令和４年度）

問い合わせ件数：32件、説明訪問件数：33件、利用申込数：22件、
許可件数：22件、延べ訪問回数：128件
※説明訪問と利用申込数の差は、説明訪問時にホームスタート事業の内容を聞い
て利用につながらない方が一定数いるため。主な理由は、申込者がホームスター
トを単純な無料家事手伝いと考えているケース等。

37
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担当課：幼児保育課

４⑩ 時間外保育事業（延長保育事業）

令和４年度評価 （単位：人） （単位：施設）
評価

　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育
所や認定こども園等で保育を実施する事業です。

達成率（③/②） 104% A［A+］

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

区分

①量の見込み
（一日当たりの利用人数）

245
②確保方策
（施設数）

89

❶実際の量
（一日当たりの利用人数）

1,937
③実際の確保施設

数
93
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担当課：幼児保育課

４⑪ 実費徴収に係る補足給付を行う事業

令和４年度評価 （単位：人）
評価

15
②確保方策
（物品購入費等）

なし（見込人数に
対し100%対応）

300
②確保方策
（副食費）

なし（見込人数に
対し100%対応）

4
③実際の確保人数
（物品購入費）

4

104
③実際の確保人数
（副食費）

104

参考

　保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して支払うべき日用品、文房具
等その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等や新制度未
移行幼稚園における服飾の提供にかかる費用の一部を補助する事業です。

区分
①量の見込み

（物品購入費等）
①量の見込み
（副食費）
❶実際の量

（物品購入費等）
❶実際の量
（副食費）

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
※実際の必要量に対しては100％の供給ができているため、評価はAとしている。

達成率（③/①）
（物品購入費等）

27％
（100％）

A

達成率（③/①）
（副食費）

35％
（100％）

A
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担当課：幼児保育課

４⑫ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

令和４年度評価

※プラン中に具体的な見込量、確保方策の記載なし。　
過年度の内容を参考に、令和４年度おける特定教育・保育施設等の参入実績（法
人の種類と数（認可数と参入法人数））について記載願います。

◆認可保育所：３施設３法人
　（内訳）社会福祉法人２：既存法人２（本部市内１、本部県外１）
　　　　　株式会社　　１：既存法人１（本部県外）
◆小規模保育事業：５施設５法人
　（内訳）社会福祉法人１：新規法人１（本部県内）
　　　　　一般社団法人１：既存法人１（本部県内）
　　　　　株式会社　　２：新規参入２（本部市内）
　　　　　有限会社　　１：既存法人１（本部市内）
【用語】
新規参入：特定教育・保育施設等の運営実績がない法人
既存法人：特定教育・保育施設等の運営実績がある法人
本部市内：法人の本部や本店所在地が市内にある法人
本部県内：法人の本部や本店所在地が県内にある法人（つくば市以外）
本部県外：法人の本部や本店所在地が県外にある法人
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担当課：こども育成課

４⑬ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

令和４年度評価
【量の見込み】 （単位：人） 【目標整備量】

令和元年
度実績

①見込み ❶実際の量 区分 ③確保目標 ④実際の整備量 達成率（④/③） 評価

１年生 1,143 1,577 1,304

２年生 1,112 1,532 1,271

３年生 869 1,143 1,067

４年生 598 782 817

５年生 376 485 524

６年生 214 261 293

合計 4,312 5,780 5,276

104 151 145

B

※　公設クラブ箇所数×２＝公設クラブ数

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の余裕教室、児童館及び児童クラブ施設を利用し
て適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る事業です。

（単位：か所、クラブ）

区分

児童クラブ員数

新たに開設する公設児童
クラブの箇所数

3 3 100% A

新たに開設する公設児童
クラブのクラブ数※

6 5 83% B

新たに開設する民間児童
クラブのクラブ数

9

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】

8 89%

児童クラブ数
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担当課：こども育成課

４⑭ 放課後子供教室

令和４年度評価
■放課後子供教室のイベント開催

平成30年
度実績

①見込み
②実施回数

（実際の確保数）
評価

（②/①）
評価

138 198 101 51% C

※定期開催除く ※年度当初の確保数　113回

■放課後子供教室の定期開催実施校

平成30年
度実績

①見込み
②実施回数

（実際の確保数）
達成率
（②/①）

評価

1 3 3 100% A

79 340 390 115% A［A+］

　放課後において、学校施設等を活用してすべての児童の安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校が
連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することで、児童の社会性、自主性、創造性等
の豊かな人間性を養う事業です。

イベント実施回数

【確保方策と大きな差が出ている場合その理由など（自由記述）】
■放課後子供教室のイベント開催　②実施回数について
年度当初の実施予定回数は113回であったが、新型コロナウイルスやインフル
エンザ等による学級閉鎖や学校行事の変更により、101回の実施となった。ま
た、児童数の規模が大きい学校では、開催場所と参加児童数の都合上、十分な
感染対策を行った実施が難しいことから、実施を断念せざるを得ない学校も
あった。

（単位：回）

区分

イベント実施回数

（単位：校、回）

区分

学校数
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担当課：幼児保育課
令和４年度評価
①子育てのための施設等利用給付について

＜プランに対する実績＞
　新制度未移行の幼稚園に対しての利用給付については、毎月遅滞なく、円滑に給付することができた。
　預かり保育、認可外保育施設の利用児童の保護者に対して行う利用料の償還払いについては、過去の実績から利用
見込みのある児童の保護者に対して手続きの案内をし、給付についても遅滞なく円滑に進めることができた。

　子ども・子育て支援法第30条の11に基づき、新制度に移行していない幼稚園に対して施設等利用費を給付する場合
は、幼稚園における円滑な運営に支障を来す事のないように一月ごとに給付を行います。
　また、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用料については、複数のサービスや施設を利用した場合にはそれぞ
れの利用料を合算し、上限額の範囲内おいて子育てのための施設等利用給付を受けることができるため、償還払いを
原則とし、過誤請求・支払い防止に努めます。また、給付の実施回数は年４回を目安とします。
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担当課：幼児保育課
令和４年度評価
②茨城県との連携について

＜プランに対する実績＞
　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示について、茨城県と協力・連携をすることで、施設等利用給付費の公
平・公正な給付を実施することができた。

　特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について、茨城県
に対し、施設等の所在等の情報提供、関係法令に基づく是正指導等の協力を要請していく等、協力・連携をしていき
ます。
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事業
番号

基本目標 基本方針 基本事業 計画記載
ページ 　取　　　組 担当課① 担当課② 担当課③

1
①出産施設開設支援事
業

〇市内の分娩施設での出産を希望する妊婦が市内で出産できるように、分娩施設開設や増床に対する費用の一部助成等の支援を行います。 健康増進課 - -

〇予防的な視点を基本とし、あかちゃん訪問等の訪問型（アウトリーチ型）と健康診査等の参加型（デイサービス型）、２つの型による様々な方法を用いて親子の状況を把握し、
必要に応じて相談・援助を行うなどして、適切な支援につながる母子保健事業を実施します。

〇地域子育て支援拠点など身近な場所で情報を提供したり、地域で活動する子育て支援者等の協力を得たりしながら、制度の谷間で必要な支援を受けることができずにいる親子を
支援につなげる子育て支援事業を実施します。

〇母子保健事業と子育て支援事業に関わる機関の連携・協力を得て、利用者支援事業の「母子保健型」と「基本・特定型」が連携した子育て世代包括支援事業によって継続的・包
括的な支援の推進を図ります。

3
③子育てしやすい環境
整備事業

〇保護者の突発的な事情などにより保育が必要となった場合のために子どもを一時的に預かる事業の充実や、あかちゃんの駅の設置等の安心して外出できる環境整備を図ります。 こども政策課 幼児保育課 こども未来課

4
①産前・産後のサポー
ト/ケア事業

〇妊産婦が持つ不安や悩みを軽減するために、産婦人科等の医療機関や助産所に来所してもらう参加型（デイサービス型）の産後ケアや、家庭を訪問する訪問型（アウトリーチ
型）の養育支援訪問によって、傾聴や相談（寄添い）を行うとともに、助産師や保健師等による専門的な支援やケアを行います。

健康増進課 こども政策課 -

5
②子ども家庭総合支援
拠点事業

〇家庭児童相談の増加・内容の複雑化に対応したり、虐待から子どもを守ったりするために、子ども家庭総合支援拠点を設置することにより、専門的な相談・支援体制の整備を行
います。それにより、すべての子どもとその家庭及び妊産婦を必要なサービスにつなぐソーシャルワークの機能を果たすとともに、関係機関と連携して子育ての孤立化、養育困難
等の子育て家庭の状況を把握しながら支援していきます。

こども未来課 - -

6
③児童発達支援セン
ターとの連携

〇子育て世代包括支援事業や保育所等で把握した発達が気になる子どもについて、子どもとその家庭を適切な支援につなげるとともに、児童発達支援センターの設置にあわせて連
携の強化を図ります。

障害福祉課 こども未来課 -

〇喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、産休明けに求められる保育ニーズを的確に把握したり、地域ごとの保育ニーズの特徴を詳細に把握しりしながら、各種保育施設や
地域型保育事業の特徴をいかした保育体制の整備を行います。

〇利用希望を勘案し、公立・私立の特徴をいかしつつ、計画的に幼稚園・認定こども園の配置・定員管理を行います。

〇保育士や保育教諭、幼稚園教諭を確保するため、保育士等の処遇改善等を実施します。

〇保育者に選ばれ長く働くことができる保育所等となるように、保育者の適正な配置と良好な労働環境の確保ができるような支援を行います。

9
①幼児教育及び保育の
推進事業

〇幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿に向けて、つくば保育の質ガイドラインの活用、幼児教育の指針の制定、幼児教育及び保育に関して高い専門性を有する人材の活
用等を図ります。加えて、保育所・幼稚園から小学校・義務教育学校への円滑な移行が可能となるよう、関係機関の連携を強化します。

幼児保育課 学び推進課 -

〇国際化の進展に伴い増加している海外から帰国した幼児や外国人幼児などの外国につながる幼児が、円滑に教育・保育施設等の利用ができるよう保護者への利用者支援を行うと
ともに、教育・保育施設等に対して受入れ支援を行います。

〇発達が気になる子どもが円滑に教育・保育施設等の利用ができるように保護者への利用者支援を行うとともに、教育・保育施設等が専門的な知識・技術による支援を受けられる
ように、児童発達支援センターとの連携を図ります。

〇つくばエクスプレス沿線開発による急速な人口増加に伴い、当市の放課後児童クラブニーズが高まり、待機児童や床面積要件超過の課題が生じているため、国の面積要件（児童
一人当たり1.65㎡以上）に従い、児童クラブ室の増設や小学校の余裕教室等を活用するなどし、待機児童や床面積要件超過の課題を解決していきます。また、民設民営児童クラブ
の積極的な誘致を行い、多様な利用ニーズに対応していきます。

〇子ども一人ひとりの「遊び場」や「生活の場」である放課後児童クラブにおいて、子どもの自主性と社会性の向上をより一層図るため、国の基準に従って放課後児童支援員の適
正配置を推進していきます。また、放課後児童支援員の雇用確保策として、研修機会の拡大や民営児童クラブに対する処遇改善の補助金を拡大していきます。

〇放課後子供教室の事業拡大のため、市民ボランティアの掘り起こしや人材育成等に努めるとともに、子どもたちにとって放課後の魅力的な選択肢となるように、科学技術、国際
性、自然環境等の当市の特性をいかして、研究機関・市民団体等との連携・協力により、多様な体験・交流活動の充実を図ります。

〇当市では、市内に各地域のニーズに応えるべく多数の児童館があり、放課後子供教室と同様に、様々な体験活動等の行事を実施して、この事業の一役を担っています。よって、
計画期間内においては、放課後子供教室の専門の講師による魅力的な行事を児童館でも取り入れ、より一層、子どもたちの放課後の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区では、子どもたちの居場所づくりのために、事業の推進をより一層強めていく必要があり、各小学校の利用ニーズに応じた放課後子供教室のメニューを実
施するとともに、開催回数を増やしていきます。

13
③子どもの居場所・学
習支援事業

〇経済的に困難を抱える世帯の子どもに対する支援として、地域や実施団体、大学、学校等と連携しながら、学習支援や安心できる居場所の提供を行います。 こども未来課 - -

〇放課後のすべての子どもが主人公になり、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども部、教育局及び学校が一体となって放課後対策の共通理解や情報共有を図るととも
に、ボランティア等の地域人材を巻き込んで、放課後の居場所づくりを推進していきます。

〇当市は、全国的に見ても多数の児童館を有しており、児童館のある小学校区では、児童館の機能を活用して、施設内で放課後児童クラブの運営及び行事や遊び等を実施すること
で、新・放課後子ども総合総合プランを実施しています。今後もプランの強化のため、児童館の他の機能との調整を図りつつ、児童クラブ室の増築による定員拡大や放課後子供教
室で実施する魅力的な遊び等の導入によって、小学校の放課後に関わる児童館機能の充実を図っていきます。

〇児童館のない小学校区について、子どもたちの居場所づくりのために、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携をより一層強めていく必要があり、放課後子供教室の開催数
の増加に努めるとともに、児童クラブ員を含めた子どもたちが主体的に参加できるよう、学校の施設利用を促進したり、職員間の情報共有や連携を密にしていきます。

〇平成30年度に開校した３義務教育学校（学園の森・みどりの学園・秀峰筑波）では、学校敷地内又は近接地の児童クラブ専用施設で、放課後児童クラブの運営と放課後子供教室
の定期開催を一体的又は連携して実施しています。つくばエクスプレス沿線開発に伴う新設予定の小学校についても、３義務教育学校の実施モデルを参考に、放課後の居場所づく
りに努めていきます。

〇放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な実施を推進するために、地域住民への呼びかけや地域ボランティアを募るなど、地域の実情を把握している人材の掘り起こしや
育成支援を行っていき、地域全体を巻き込んだ事業展開を目指します。

15
②特別な配慮を必要と
する児童の支援事業

〇障がいのある児童、医療的ケアが必要な児童、虐待やいじめを受けた児童及び外国につながる児童等が、主体的に活動を行える放課後の居場所づくりを目指していきます。その
ために学校や専門性を有する関係機関と連携を密にし、児童の情報や近況を把握するなどし、受入れ体制を構築していきます。

こども育成課 障害福祉課 -

16
③遊びの機会と場の充
実

〇プレイパーク等、子どもが自由にのびのびと遊べるような機会・場所を提供し、子どもやその保護者が安全に安心して過ごせる環境を整備します。 公園・施設課 - -

こども育成課 - -

-こども育成課 -

10
②特別な配慮を必要と
する子どもの支援事業

幼児保育課
特別支援

教育推進室

こども育成課 - -

２ 子どもの豊か
な育ちの促進

P40

11

Ⅲ 主体的にして
広く豊かな経験を
育む

１ 特色をいかし
た放課後等の居場
所の整備

①放課後児童クラブ事
業（放課後児童健全育
成事業）

P42

12
②放課後子供教室推進
事業

P44

14

２ 子どもが主体
的に活動するため
の支援の充実

①新・放課後子ども総
合プラン運営事業

P43

教育総務課 -

障害福祉課

２ 発達や養育に
悩みを抱える家庭
への支援の充実

P37

7

Ⅱ 楽しく着実に
育ち学ぶ力を育む

１ 教育・保育の
提供体制の整備

①教育・保育ニーズに
あわせた教育・保育体
制の整備事業

P39

幼児保育課 学務課

2

-

8 ②保育人材の確保事業 幼児保育課

Ⅰ 確かな生命と
元気を育む

１ 継続的・包括
的な支援の充実

P36
②子育て世代包括支援
事業

こども政策課 健康増進課 幼児保育課

事業担当課一覧（その①）

＜（参考資料）令和３年度の点検・評価結果＞
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